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くじ助成



		助成区分 ジョセイ クブン		助成事業の内容 ジョセイ ジギョウ ナイヨウ						助成対象者
（地方公共団体又は非営利のスポーツ団体） ジョセイ タイショウシャ		23助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		24助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		助成対象基準等 ジョセイ タイショウ キジュン トウ		助成対象経費の合計額の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゴウケイ ガク ゲンド ガク		助成金の額の限度額 ジョセイキン ガク ゲンド ガク

		地域スポーツ施設
整備助成 チイキ シセツ セイビ ジョセイ		クラブハウス
整備事業 セイビ ジギョウ		新築 シンチク				１ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 市町村が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 法人格を有する指定都市体育協会
４ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ シ チョウソン トクベツク フク イカ オナ ダンタイ		4/5		4/5		・延床面積100㎡以上
・クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室（会議室を兼ねる場合は除く。）、更衣室、用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託児室、便所、その他クラブハウスに必要な諸室を含めることができるものとする。 ヒツヨウ シツ カンリ ジムシツ カイギシツ ダンワシツ カイギシツ カ バアイ ノゾ コウイシツ ヨウグ シツ タモクテキ ウンドウ シツ シツ タクジシツ ベンジョ タ ヒツヨウ ショ シツ フク		75,000千円
(250千円×延床面積のどちらか低い額) セン エン センエン ノ ユカメンセキ ヒク ガク		60,000千円

						改造 カイゾウ						3/4		3/4				15,000千円 セン エン		11,250千円

				グラウンド
芝生化事業 シバフ カ ジギョウ		芝生化新設事業 シバフカ シンセツ ジギョウ		天然芝生化新設事業 テンネンシバ		１ 都道府県　
２ 市町村
３ 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出
　 したスポーツ団体
４ 法人格を有する都道府県体育協会及び
　 指定都市体育協会
５ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ モ シチョウソン ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ オヨ		4/5		4/5		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合は同一施設とみなす。 チイキ シセツ ドウイツ モクテキ シヨウ リンセツ バアイ ドウイツ シセツ		60,000千円		48,000千円

								人工芝生化新設事業 ジンコウシバ

						芝生化改設事業 シバフカ カイ セツ ジギョウ		天然芝生化改設事業 テンネンシバ カイセツ				3/4		3/4		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合であっても区分ごとの助成は可能。 チイキ シセツ クブン ジョセイ カノウ		40,000千円 センエン		30,000千円 センエン

								人工芝生化改設事業 ジンコウシバ カイセツ

						天然芝維持活動 テンネン シバ イジ カツドウ						2/3		2/3		・H22-24年度において天然芝生化新設事業を実施した施設に限る。
・助成初年度から継続3か年を限度とする。 ネンド テンネン シバフ カ シンセツ ジギョウ ジッシ シセツ カギ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ゲンド		2,000千円 センエン		1,333千円 センエン

				スポーツ施設等
整備事業		屋外夜間照明施設整備
スポーツ競技施設の整備
スポーツ競技施設等の整備						2/3		2/3		・屋外夜間照明については、照明面積1,000㎡以上、地上面平均照度100ルックス以上
・地方公共団体が学校に設置するものは対象外（安全安心な学校づくり交付金の対象）
・競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室等を含む整備（1,000万円以上の事業に限る。）
・競技を安全に実施するための設備（防球フェンス等）の設置
・地方公共団体において安全安心な学校づくり交付金の対象となる施設に該当する場合は対象外 キョウギ ジッシ チョクセツ ヒツヨウ オヨ フタイ セツビ セイビ コクサイ ユウチ トモナ ショ シツ トウ フク マンエン イジョウ ジギョウ カギ キョウギ アンゼン ジッシ セツビ ボウ キュウ トウ セッチ		10,000千円～30,000千円

国際スポーツキャンプの誘致に伴う
トイレ等諸室の整備を行う場合
10,000千円～30,000千円		6,666千円～20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する諸室の整備 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ ショ シツ セイビ										・学校開放事業によるスポーツ活動に供するシャワー室、更衣室、トイレ等諸室の新設または改造
 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ シツ コウイシツ トウ ショ シツ シンセツ カイゾウ

						スポーツ競技施設の大規模改修等 キョウギ シセツ ダイキボ カイシュウ トウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費の合計額3,000万円以上
・老朽化したスポーツ競技施設（建築後20年）の競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・スポーツ競技施設の高機能化のために競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備を改造するもの マン エン イジョウ ロウキュウカ キョウギ シセツ ケンチク ゴ ネン キョウギ シセツ コウキノウカ カイゾウ		30,000千円～150,000千円 センエン センエン		20,000千円～100,000千円 センエン

		総合型地域スポーツ
クラブ活動助成 ソウゴウガタ チイキ カツドウ ジョセイ		 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ シエン ジギョウ						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 コウ ザイ		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・設立準備組織が行う総合型クラブ創設活動に対する補助を対象とする セツリツ ジュンビ ソシキ オコナ ソウゴウガタ ソウセツ カツドウ タイ ホジョ タイショウ		1,200千円		1,080千円

				 総合型地域スポーツクラブ創設事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ ジギョウ						市町村						・対象経費の合計額400千円以上
・総合型クラブの創設に係る活動（事業の全部を委託する場合は対象外。） ソウゴウガタ ソウセツ カカ カツドウ ジギョウ ゼンブ イタク バアイ タイショウガイ

				 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ ジリツ シエン ジギョウ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネンド						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） ネンカン ツウ テイキテキ ウンドウ カツドウ ジョセイ ネンド メ シュモク イジョウ ネンド メ イコウ シュモク イジョウ ジッシ コヨウ チンギン		4,000千円 センエン		3,600千円　

				 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ カツドウ キバン キョウカ ジギョウ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・対象経費の合計額1,000千円以上　※スポーツ活動推進事業との重複申請不可
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） シンセイ コヨウ チンギン

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで） ソウゴウガタ チイキ セッチ シエン ジギョウ						１　市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 シチョウソン		9/10		9/10		・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。 フク タイショウ バアイ セイ ユウシカクシャ トウ セイ		4,596千円
マネジャー（正）220千円/月
マネジャー（副）163千円/月 セイ センエン ツキ フク センエン ツキ		4,136千円

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
（助成初年度から継続５か年度まで。及び５か年度経過後の引き続き３か年度。について助成対象に追加。この場合、助成条件を厳格化。） ソウゴウガタ チイキ セッチ ジギョウ オヨ ネンド ケイカゴ ヒ ツヅ ネンド ジョセイ タイショウ ツイカ バアイ ジョセイ ジョウケン ゲンカクカ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・５か年度目以内のクラブは、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。
・５か年度経過後は、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー、日レク公認クラブコーディネータ、クラブ協会公認上級クラブマネジャーの資格を有し、従事年数３年以上、ＣＭ（副）について、日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等で従事年数１年以上の者であること。また、年間を通じて定期的に行う運動スポーツ種目が３種目以上、自己財源率が原則50％以上であること。　※スポーツ活動推進事業（スポーツ団体スポーツ活動助成）との重複不可 セッチ ネンド メ イナイ セイ セイ ニッタイキョウ コウニン ニチ コウニン キョウカイ コウニン ジョウキュウ シカク ユウ ジュウジ ネンスウ ネンイジョウ フク ヨウセイ コウシュウカイ センモン カモク ジュコウ シュウリョウシャ トウ ジュウジ ネンスウ ネン イジョウ モノ ジコ ザイゲン リツ ゲンソク イジョウ

				 広域スポーツセンター指導者派遣等事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業（仮称） ソウゴウガタ チイキ イクセイ シエン ジギョウ カショウ						１ 都道府県　
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 ダンタイ		9/10		9/10		・広域スポーツセンターへの専任指導者（総合型地域スポーツクラブアドバイザー）の設置・派遣（域内の総合型地域スポーツクラブの運営に関する指導・助言及び情報の収集・提供）
・スポーツプログラマー、種目別指導者の配置・派遣
・総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会の開催等、総合型クラブの育成を推進する事業
・総合型クラブ交流事業の開催等総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の開催等、総合型クラブ間の連携を推進する事業
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） コウイキ センニン シドウシャ ソウゴウガタ チイキ セッチ ハケン イキナイ ソウゴウガタ チイキ ウンエイ カン シドウ ジョゲン オヨ ジョウホウ シュウシュウ テイキョウ シュモクベツ シドウシャ ハイチ ハケン ソウゴウガタ チイキ ヨウセイ コウシュウカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ イクセイ スイシン ジギョウ ソウゴウガタ コウリュウ ジギョウ カイサイナド ソウゴウガタ チイキ レンラク キョウギカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ アイダ レンケイ スイシン ジギョウ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

		地方公共団体
スポーツ活動助成 チホウ コウキョウ ダンタイ カツドウ ジョセイ		地域スポーツ
活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催（国際スポーツ交流受入事業等を含む） キョウシツ タイカイ トウ カイサイ コクサイ コウリュウ ウケイレ ジギョウ トウ フク				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ		都道府県及び指定都市　15,000千円
指定都市以外の市町村   10,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン		都道府県及び指定都市　12,000千円
指定都市以外の市町村   8,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、750千円以上、同一事業の助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ドウイツ ジギョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						大型スポーツ用品設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・地域スポーツ施設に設置する大型のスポーツ用品（１個・組・セット１００万円以上）の購入 チイキ シセツ セッチ オオガタ ヨウヒン コウニュウ		7,500千円 センエン		6,000千円 センエン

				 国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ						都道府県		3/4		3/4		・競技会開催に直接必要な経費の市町村等への間接助成 キョウギ カイ カイサイ チョクセツ ヒツヨウ ケイヒ シチョウソントウ カンセツ ジョセイ		150,000千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン キョウギカイ ゴウケイ		112,500千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン

		将来性を有する
競技者の発掘育成
活動助成 ショウライセイ ユウ キョウギシャ ハックツ イクセイ カツドウ ジョセイ		タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカン シドウ イクセイ ジギョウ						１ （公財）日本オリンピック委員会
２ （公財）日本オリンピック委員会の加盟競技団体
３ 日本トップリーグ連携機構の加盟団体
４ (社)日本プロサッカーリーグ ザイ ニホン イインカイ カメイ キョウギ ニホン レンケイ キコウ カメイ ダンタイ シャ ニホン		3/4		4/5		・JOCアスリートプログラム又はNF競技者育成プログラムに基づく定期的・継続的な競技者の発掘育成事業
・チーム単位で競うスポーツの国内における最高峰のリーグを運営する団体が行うジュニア選手（概ね18歳以下)の育成を目的とした下部リーグの開催 マタ キョウギシャ イクセイ モト テイキテキ ケイゾクテキ キョウギシャ ハックツ イクセイ ジギョウ タンイ キソ コクナイ サイコウホウ ウンエイ ダンタイ オコナ センシュ オオム サイ イカ イクセイ モクテキ カブ カイサイ		上限なし
※助成対象経費限度額の設定について検討中 ジョウゲン ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンドガク セッテイ ケントウチュウ		上限なし ジョウゲン

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ ジギョウ						１ 都道府県
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ						・都道府県等が競技者の身体・運動特性に基づくタレント発掘事業（特定の競技種目特性により発掘するものを除く。）
・発掘後の育成は、世界で活躍できる選手を目指してＮＦが行う一貫指導へと継承させるものであること。
・国立スポーツ科学センターや高等教育機関の支援を受けて実施するものを優先とする。 トドウフケン トウ モト ジギョウ トクテイ キョウギ シュモク ハックツ ノゾ ハックツゴ イクセイ セカイ カツヤク センシュ メザ コクリツ カガク コウトウ キョウイク キカン シエン ウ ジッシ ユウセン		上限なし ジョウゲン		上限なし ジョウゲン

		スポーツ団体
スポーツ活動助成 ダンタイ カツドウ ジョセイ		スポーツ活動
推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１、２又は３の加盟団体
６　１～４以外で、スポーツ振興を主たる目的
　とする法人 イインカイ マタ カメイ ダンタイ シンコウ シュ モクテキ ホウジン		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ										・対象経費合計額は、750千円以上、助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						マイクロバスの設置 セッチ						4/5		4/5		・スポーツ活動拠点等への移動に用いるマイクロバスの購入　※助成事業者と助成金交付契約を締結
・車両本体価格（標準装備を含む。）、統一ラッピング費用　※諸経費、ランニングコストは対象外 カツドウ キョテン トウ イドウ モチ コウニュウ ジョセイ ジギョウシャ ジョセイキン コウフ ケイヤク テイケツ シャリョウ ホンタイ カカク ヒョウジュン ソウビ フク トウイツ ヒヨウ ショケイヒ タイショウガイ		5,000千円 センエン		4,000千円 センエン

				ドーピング検査
推進事業
 ケンサ スイシン ジギョウ		ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ				（公財）日本アンチ・ドーピング機構		9/10		9/10		・ドーピング検査に必要な分析機器の整備に関する事業
・ドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関する事業 ケンサ ヒツヨウ ブンセキ キキ セイビ カン ジギョウ		上限なし		上限なし

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
４　３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体
５　４以外でスポーツの競技を統括する団体						ア　国内で行われる競技会に係る検査
イ　国際競技大会派遣前検査及び随時検査 コクナイ オコナ キョウギカイ カカ ケンサ コクサイ キョウギ タイカイ ハケン マエ ケンサ オヨ ズイジ ケンサ

						 ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構						・ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成し、国内の関係者（加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等）に提供 ボウシ カン カクシュ コクサイ カイギ トウ エ ジョウホウ ショウサイ カン インサツブツ トウ サクセイ コクナイ カンケイシャ カメイ ダンタイ キョウギシャ ケンサイン トウ テイキョウ

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ トウ ジギョウ						 （一財）日本スポーツ仲裁機構 イチ ザイ ニホン チュウサイ キコウ		9/10		9/10		・スポーツに関する仲裁等の実施（一般管理費は対象外） カン チュウサイ トウ ジッシ イッパン カンリヒ タイショウガイ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

				スポーツ指導者
海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ		スポーツ指導者等海外研修 シドウシャ トウ カイガイ ケンシュウ				（公財）日本体育協会		4/5		4/5		・海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調査・体験を中心に研修 カイガイ チイキ キバン ソシキ ジッタイ シドウホウ カツドウ チョウサ タイケン チュウシン ケンシュウ		上限なし		上限なし

						若手スポーツ指導者長期在外研修 ワカテ シドウシャ チョウキ ザイガイ ケンシュウ				（公財）日本オリンピック委員会						・研修A（２年以内）、研修B（１年以内） ケンシュウ ネン イナイ ケンシュウ ネン イナイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ		国際交流推進スタッフ育成事業 コクサイ コウリュウ スイシン イクセイ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１又は２の加盟競技団体 マタ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・派遣対象者は、国外に所在するＩＦ・ＡＦ若しくは国際競技大会組織委員会又は外国ＮＦの職員として従事する者、外国ＮＦのコーチとして従事する者、外国スポーツ団体が主催するシーズン制公式戦の審判員、外国においてスポーツに関する医療・医学に従事する医師とする。
・原則、１年間、1団体につき１名とする。 ハケン タイショウシャ コクガイ ショザイ モ コクサイ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ マタ ガイコク ショクイン ジュウジ モノ ガイコク ジュウジ モノ ガイコク ダンタイ シュサイ セイ コウシキセン シンパンイン ガイコク カン イリョウ イガク ジュウジ イシ ゲンソク ネンカン ダンタイ メイ		上限なし		上限なし

						競技力向上のためのマネジメント機能強化事業 キョウギリョク コウジョウ キノウ キョウカ ジギョウ				１　（公財）日本オリンピック委員会
２　１の加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・原則オリンピック開催年まで継続し、従事対象者は６５歳以下であること。
・諸外国チームとの対外試合の交渉等、競技力向上事業のマネジメント機能を強化するスタッフの設置（１団体につき１名を限度とする。）
・助成対象者にJOCを追加　※NTC専任ダイレクター3名（Nコーチ、エリートA。国際人養成P）
　※22'JOC補助から一般財源化 ゲンソク カイサイ ネン ケイゾク ジュウジ タイショウシャ サイ イカ ショガイコク タイガイ ジアイ コウショウ トウ キョウギリョク コウジョウ ジギョウ キノウ キョウカ セッチ ジョセイ タイショウシャ ツイカ センニン メイ コクサイジン ヨウセイ ホジョ イッパン ザイゲンカ		月額770千円（年額9,240千円） ゲツガク セン エン ネンガク センエン		月額577千円（年額6,930千円）

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ １～４のいずれかの加盟競技団体 ザイ ニホン ショウガイシャ キョウカイ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・国内競技団体（ＮＦ）を統括する団体が行う加盟ＮＦのガバナンスに関する法律・経営面についての指導・助言、研修会の実施
・国内競技団体（ＮＦ）が行うガバナンスに関する法律・経営に関する専門家の配置等（紛争解決手続きの整備及びその公表・周知を行った団体のみ対象） コクナイ キョウギ ダンタイ トウカツ ダンタイ オコナ カメイ カン ホウリツ ケイエイ メン シドウ ジョゲン ケンシュウカイ ジッシ コクナイ キョウギ ダンタイ オコナ カン ホウリツ ケイエイ カン ハイチ トウ		統括団体 8,000千円
加盟ＮＦ　1,200千円 トウカツ ダンタイ センエン カメイ センエン		統括団体   6,000千円
加盟ＮＦ       900千円 カメイ センエン

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ						１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
６ １又は２の加盟競技団体 ザイ		2/3		2/3		・国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集するスポーツに関する国際会議を開催する事業
・４月１日～６月３０日の間に開会する会議については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。） コクサイ ダンタイ マタ ショガイコク ダンタイ コウセイイン コウシキ サンシュウ カン コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ カイギ カイサイ ジュンビ ジギョウ バアイ カイサイ ネンド ハンガク		75,000千円 セン エン		50,000千円 センエン

		国際競技大会開催助成 コクサイ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ				ア オリンピック（冬季）競技大会
イ アジア（冬季）競技大会
ウ ユニバーシアード（冬季）競技大会
エ 予選大会を含む参加国数が３０カ国以上又は
    開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会 トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ サンカコク スウ コク イジョウ マタ カイサイ ジギョウヒ オク センマンエン イジョウ コクサイ キョウギ タイカイ				１ 都道府県
２ 市町村
３  (公財)日本オリンピック委員会又は(公財)日本体育協会の加盟競技団体
４ 大会組織委員会（大会開催の準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人） キョウギ		1/5		1/5		・４月１日～６月３０日の間に開会する大会については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。）
・総合競技大会及び閣議了解のある競技大会については、開催決定年度以降に係る開催準備の基幹的な経費についても対象とすることができる。
・閣議了解のある競技大会については、必要に応じて大会開催年度の翌年度以降においても助成を行うことができる。 ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ カイカイ タイカイ ゼンネン ド カイサイ ジュンビ ジギョウ ハンガク ジョセイ カ ソウゴウ キョウギ タイカイ オヨ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ カイサイ ケッテイ ネンド イコウ カカ カイサイ ジュンビ キカンテキ ケイヒ タイショウ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ ヒツヨウ オウ タイカイ カイサイ ネンド ヨクネン ド イコウ ジョセイ オコナ		10億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ チョウセイ ベツ サダ		2億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン ベツ

		大規模スポーツ施設
整備助成 ダイキボ シセツ セイビ ジョセイ		Jリーグホームスタジアム等整備事業 トウ セイビ ジギョウ				改修・改造		１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン		3/4		3/4		・スポーツ振興投票実施試合会場（助成年度におけるJ1,J2加盟チームのホーム及び準ホームスタジアム）の改修又は改造　※敷地内の動線、駐車場等についても対象。付加価値化に伴うものは対象外。
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、芝刈り機等）についても対象とする。 カイシュウ マタ カイゾウ ドウセン チュウシャジョウ トウ タイショウ フカ カチ カ トモナ タイショウガイ コウジ フタイ ケイソク キキ アンゼン セツビ シバカ キ トウ		12億円
（3か年度合計） オクエン ネンド ゴウケイ		9億円
（3か年度合計） オクエン ゴウケイ

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギ カイジョウ セイビ ジギョウ				改修・改造 カイシュウ カイゾウ								・国民体育大会冬季大会の開催が決定、内定、順序了解した都道府県において競技会場に選定された施設の改修又は改造
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、整氷車、降雪機等）についても対象とする。 ケッテイ ジュンジョ リョウカイ トドウフケン キョウギ カイジョウ センテイ シセツ カイシュウ マタ カイゾウ コウジ フタイ ジョウセツ ケイソク キキ アンゼン セツビ ヒトシ コオリ クルマ コウセツキ トウ		6億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ		4.5億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ



&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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略称表記UNIVASあり

				本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

				JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

				JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

				JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

				日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

				JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

				JPC		日本パラリンピック委員会		UNIVAS		一般社団法人大学スポーツ協会









略称表記UNIVASなし

		本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

		JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

		JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

		JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

		日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

		JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

		JPC		日本パラリンピック委員会









大規模施設







				助成対象事業 タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費
の限度額		助成割合		助成金の
限度額

				国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業				改修・改造		　1 都道府県
　2 市町村（特別地方公共団体
　　を含む。以下同じ。） トクベツ チホウ コウキョウ ダンタイ フク イカ オナ		1開催年度当たり
7億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン		3/4		1開催年度当たり
5.25億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン









施設

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円





施設 (PPP・PFI)×

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				PPP/PFI導入のための
アドバイザリー活用事業		　1 都道府県
　2 市町村		2か年度以内
（令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで） イナイ レイワ ネン ガツ ヒ レイワ ネン ガツ ニチ		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円 カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円







 施設(PPP・PFI)

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県スポーツ協会及び
　　指定都市スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







 施設(PPP・PFI) _見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







総合型

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





総合型_見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





地方ソフト_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				地域スポーツ活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 都道府県
　2 市町村		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ ホストタウン国際交流 コクサイ コウリュウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 大型スポーツ用品の設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				上限　　7,500千円 ジョウゲン センエン				6,000千円 センエン

				国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業
（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会） コクミン トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ キョウギカイ キョウギカイ				　都道府県 トドウフケン		上限　150,000千円 ジョウゲン センエン				120,000千円 センエン







																		（別　表） ベツ ヒョウ

																						助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

																		地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ カカ スベ ジギョウ ゴウケイガク

																				都道府県又は指定都市		15,000		千円 センエン		12,000		千円 センエン

																				指定都市を除く市町村		10,000		千円 センエン		8,000		千円 センエン





発掘育成







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① (バス削除Ver)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 1、2又は3の加盟団体
　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン





















発掘育成_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① 







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～9以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～98以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




×スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン				13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト② (JADA組織基盤)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－





×スポーツソフト②_見消







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト②_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト①別表_見え消し



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県体育・スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		　10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		20,000千円 センエン		9/10		18,000千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツガバナンス強化事業 ダイガク キョウカ ジギョウ				　UNIVAS		62,500千円 センエン		4/5		50,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト②別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ

						1～6に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		8,000千円 センエン		6,000千円 セン エン

						7、8に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		1,200千円 セン エン		0,900千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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国際大会



				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ア オリンピック競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
イ アジア競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
ウ ワールドユニバーシティゲームズ
　（冬季競技大会を含む。）
エ 国際的な規模を有するスポーツの競技大会で、
　次に掲げる基準のいずれかに適合するもの
　 （ア）参加国数（予選大会があるものについては、
　　　　予選大会の参加国数）が30か国以上であるもの
   （イ) 開催事業費が2億5千万円以上であるもの キョウギ タイカイ トウキ キョウギ フク キョウギ タイカイ		大会開催
事業 タイカイ カイサイ ジギョウ		　1 都道府県
　2 市町村
　3 JOC又はJSPOの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPSA又はJPCの
　　 加盟競技団体
　5 大会組織委員会
　（大会開催の準備及び運営に関する事業
　　を目的として設立された法人） キョウギ		5億円		2/5		2億円
（※2） オクエン

						大会開催
準備事業
（※1） タイカイ カイサイ ジュンビ ジギョウ				1億円 オク エン		4/5		80,000千円 セン エン































































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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オリパラ(削除)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ

Windowsユーザー: 事業終了のため削除						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 トウキョウ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ

						組織体制強化事業 ソシキ タイセイ キョウカ ジギョウ				　Tokyo 2020		－		10/10		－





基金

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク								助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ										助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						　1 JSPOの加盟団体
　（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。） セイ カメイ ダンタイ オヨ キョウカイ ノゾ カメイ キョウギ ダンタイ ノゾ										2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ								選手強化拠点等における選手強化活動に対して補助を行う活動　
ア　国内合宿　　イ　海外合宿　　ウ　チーム派遣　　エ　チーム招待
【対象競技】カバディ・クラッシュ・柔術・セパタクロー・eスポーツ タイ ホジョ オコナ カツドウ コクナイ ガッシュク タイショウ キョウギ ジュウジュツ										　JOC		9/10		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン

		エ　チーム招待 ショウタイ





		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国際的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の日本開催 コクサイテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ ニホン カイサイ						　1 JSPO　2 JOC　3 日レク　4 JPSA　5 1、2又は3の加盟団体
　6 法人格を有する4又はJPCの加盟団体
　7 1～6以外で、スポーツの振興を主たる目的とする法人										下限  1,500千円
上限 15,000千円 カゲン センエン ジョウゲン センエン				2/3		10,000千円 センエン



		イ　全国的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の開催 ゼンコクテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ カイサイ



		※実施する競技会、研究集会又は講習会ごとに1活動（1件）とします。



		　





																												助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ								助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

																												選手強化拠点等における選手強化活動　
ア　国内合宿
イ　海外合宿
ウ　チーム派遣
エ　チーム招待 センシュキョウカ キョテン トウ センシュキョウカ カツドウ				　1 JSPOの加盟団体（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体（愛知・名古屋2026アジア競技大会の実施
    競技を統括する団体を除く。）
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。）
　5 特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会								2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。















アスリート助成

				認定区分 ニンテイ クブン				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				オリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JOCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JOCのオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を
　　　通じて選手生活を継続することが見込まれる選手		2,400千円 セン エン

						JSCユースアスリート				900千円 セン エン

				パラリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JPCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JPCのパラリンピック強化指定選手
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回のパラリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて
　　　選手生活を継続することが見込まれる選手 カンケイ キョウギ ダンタイ キョウギ ウエ スイセン センシュ		2,400千円 セン エン











スケジュール

				助成事業年間スケジュール ジョセイジギョウ ネンカン



																 4/1 助成対象期間開始 ジョセイ タイショウ キカン カイシ

						11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月

						翌年度募集期間 ヨクネンド キカン

				　①交付対象事業の募集 コウフ タイショウ ジギョウ ボシュウ



				　②交付申請書の審査 コウフ シンセイ ショ シンサ

																4月中目途 チュウ モクト

				　③交付の決定（内定） コウフ ケッテイ ナイテイ												助成審査委員会の審議を経て、交付の決定（内定） ヘ



						7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月

						7月20日前後 ガツ ニチ ゼンゴ						10月20日前後

				　④状況報告書の提出 ジョウキョウ ホウコク ショ テイシュツ		第1四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク						第2四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク

												事業完了後30日以内又は4月10日のいずれか早い日 マタ ガツ ニチ ハヤ ヒ

				　⑤実績報告書の提出 ジッセキ ホウコク ショ テイシュツ



				　⑥実績報告書の審査 ジッセキ ホウコク ショ シンサ



				　⑦助成金の額の確定 ジョセイ キン ガク カクテイ																				助成金の精算・支払 ジョセイ キン シハラ





研さん活動助成

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下表参照 ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







研さん活動助成_見え消し

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下記表参照 ヒョウ ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







競技強化

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の
下限額／上限額 ジョセイキン カゲン ガク ジョウゲン ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						JOCの加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				3/4

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン																なし

		エ　チーム招待 ショウタイ



		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　マネジメント機能強化 キノウ キョウカ						　1　JTL
　2　1の加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				―		定額 テイガク

		イ　研修会等開催 ケンシュウカイトウ カイサイ

		ウ　トップリーグ開催 カイサイ																なし

		エ　トップリーグ活性化活動 カッセイカ カツドウ









×_競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×競技力向上_見消



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための「ビジョン」の明確化						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合の支援









競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための中長期経営計画の明確化 チュウチョウキ ケイエイ ケイカク						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合に向けた取組の実施 ム トリクミ ジッシ









寄附の方法

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　0704490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附の方法_見え消し

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　07004490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附金

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												430台 ダイ







寄附金_見え消し

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												423430台 ダイ







支援企業

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		TOPPANホールディングス株式会社 カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





支援企業_見え消し

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		凸版印刷株式会社TOPPANホールディングス株式会社 トッパン インサツ カブシキガイシャ カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





税制上の優遇措置

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他必要事項		「確定申告」が必要です。センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





税制上の優遇措置_見え消し

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40パーセント％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他の必要事項		「確定申告」が必要です。当センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。 トウ		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





×z被災地

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業
　スポーツこころのプロジェクト　笑顔の教室 ヒサイチ コ ココロ カツドウ トウ ジギョウ		　JSPO		当該年度 トウガイ ネンド		200,000千円		10/10		200,000千円





×卓越した活動

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者										定額







×卓越した活動（詳細）

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者で、次のいずれにも該当する者
（１）スポーツ活動を行う計画を有する者は、原則として当該スポーツ活動を行うために設けられたチームであること。なお、個人であっても対象となりうるものであること。
（２）当該スポーツ活動について、その成功が相当程度見込まれうる専門的な知識、高度な技術、豊富な経験等を有する者であること。
（３）（１）のチームは、原則として日本人で構成されているものであること。なお、日本人以外の者が当該チームの構成員として加わる場合にあっては、日本人が当該活動の主体であるチームに限るものであること。また、個人にあっては日本人に限るものであること。
（４）（１）のチームは、営利を目的とするものではないこと。										定額







image1.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image2.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image4.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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くじ助成



		助成区分 ジョセイ クブン		助成事業の内容 ジョセイ ジギョウ ナイヨウ						助成対象者
（地方公共団体又は非営利のスポーツ団体） ジョセイ タイショウシャ		23助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		24助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		助成対象基準等 ジョセイ タイショウ キジュン トウ		助成対象経費の合計額の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゴウケイ ガク ゲンド ガク		助成金の額の限度額 ジョセイキン ガク ゲンド ガク

		地域スポーツ施設
整備助成 チイキ シセツ セイビ ジョセイ		クラブハウス
整備事業 セイビ ジギョウ		新築 シンチク				１ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 市町村が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 法人格を有する指定都市体育協会
４ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ シ チョウソン トクベツク フク イカ オナ ダンタイ		4/5		4/5		・延床面積100㎡以上
・クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室（会議室を兼ねる場合は除く。）、更衣室、用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託児室、便所、その他クラブハウスに必要な諸室を含めることができるものとする。 ヒツヨウ シツ カンリ ジムシツ カイギシツ ダンワシツ カイギシツ カ バアイ ノゾ コウイシツ ヨウグ シツ タモクテキ ウンドウ シツ シツ タクジシツ ベンジョ タ ヒツヨウ ショ シツ フク		75,000千円
(250千円×延床面積のどちらか低い額) セン エン センエン ノ ユカメンセキ ヒク ガク		60,000千円

						改造 カイゾウ						3/4		3/4				15,000千円 セン エン		11,250千円

				グラウンド
芝生化事業 シバフ カ ジギョウ		芝生化新設事業 シバフカ シンセツ ジギョウ		天然芝生化新設事業 テンネンシバ		１ 都道府県　
２ 市町村
３ 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出
　 したスポーツ団体
４ 法人格を有する都道府県体育協会及び
　 指定都市体育協会
５ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ モ シチョウソン ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ オヨ		4/5		4/5		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合は同一施設とみなす。 チイキ シセツ ドウイツ モクテキ シヨウ リンセツ バアイ ドウイツ シセツ		60,000千円		48,000千円

								人工芝生化新設事業 ジンコウシバ

						芝生化改設事業 シバフカ カイ セツ ジギョウ		天然芝生化改設事業 テンネンシバ カイセツ				3/4		3/4		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合であっても区分ごとの助成は可能。 チイキ シセツ クブン ジョセイ カノウ		40,000千円 センエン		30,000千円 センエン

								人工芝生化改設事業 ジンコウシバ カイセツ

						天然芝維持活動 テンネン シバ イジ カツドウ						2/3		2/3		・H22-24年度において天然芝生化新設事業を実施した施設に限る。
・助成初年度から継続3か年を限度とする。 ネンド テンネン シバフ カ シンセツ ジギョウ ジッシ シセツ カギ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ゲンド		2,000千円 センエン		1,333千円 センエン

				スポーツ施設等
整備事業		屋外夜間照明施設整備
スポーツ競技施設の整備
スポーツ競技施設等の整備						2/3		2/3		・屋外夜間照明については、照明面積1,000㎡以上、地上面平均照度100ルックス以上
・地方公共団体が学校に設置するものは対象外（安全安心な学校づくり交付金の対象）
・競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室等を含む整備（1,000万円以上の事業に限る。）
・競技を安全に実施するための設備（防球フェンス等）の設置
・地方公共団体において安全安心な学校づくり交付金の対象となる施設に該当する場合は対象外 キョウギ ジッシ チョクセツ ヒツヨウ オヨ フタイ セツビ セイビ コクサイ ユウチ トモナ ショ シツ トウ フク マンエン イジョウ ジギョウ カギ キョウギ アンゼン ジッシ セツビ ボウ キュウ トウ セッチ		10,000千円～30,000千円

国際スポーツキャンプの誘致に伴う
トイレ等諸室の整備を行う場合
10,000千円～30,000千円		6,666千円～20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する諸室の整備 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ ショ シツ セイビ										・学校開放事業によるスポーツ活動に供するシャワー室、更衣室、トイレ等諸室の新設または改造
 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ シツ コウイシツ トウ ショ シツ シンセツ カイゾウ

						スポーツ競技施設の大規模改修等 キョウギ シセツ ダイキボ カイシュウ トウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費の合計額3,000万円以上
・老朽化したスポーツ競技施設（建築後20年）の競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・スポーツ競技施設の高機能化のために競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備を改造するもの マン エン イジョウ ロウキュウカ キョウギ シセツ ケンチク ゴ ネン キョウギ シセツ コウキノウカ カイゾウ		30,000千円～150,000千円 センエン センエン		20,000千円～100,000千円 センエン

		総合型地域スポーツ
クラブ活動助成 ソウゴウガタ チイキ カツドウ ジョセイ		 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ シエン ジギョウ						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 コウ ザイ		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・設立準備組織が行う総合型クラブ創設活動に対する補助を対象とする セツリツ ジュンビ ソシキ オコナ ソウゴウガタ ソウセツ カツドウ タイ ホジョ タイショウ		1,200千円		1,080千円

				 総合型地域スポーツクラブ創設事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ ジギョウ						市町村						・対象経費の合計額400千円以上
・総合型クラブの創設に係る活動（事業の全部を委託する場合は対象外。） ソウゴウガタ ソウセツ カカ カツドウ ジギョウ ゼンブ イタク バアイ タイショウガイ

				 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ ジリツ シエン ジギョウ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネンド						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） ネンカン ツウ テイキテキ ウンドウ カツドウ ジョセイ ネンド メ シュモク イジョウ ネンド メ イコウ シュモク イジョウ ジッシ コヨウ チンギン		4,000千円 センエン		3,600千円　

				 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ カツドウ キバン キョウカ ジギョウ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・対象経費の合計額1,000千円以上　※スポーツ活動推進事業との重複申請不可
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） シンセイ コヨウ チンギン

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで） ソウゴウガタ チイキ セッチ シエン ジギョウ						１　市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 シチョウソン		9/10		9/10		・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。 フク タイショウ バアイ セイ ユウシカクシャ トウ セイ		4,596千円
マネジャー（正）220千円/月
マネジャー（副）163千円/月 セイ センエン ツキ フク センエン ツキ		4,136千円

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
（助成初年度から継続５か年度まで。及び５か年度経過後の引き続き３か年度。について助成対象に追加。この場合、助成条件を厳格化。） ソウゴウガタ チイキ セッチ ジギョウ オヨ ネンド ケイカゴ ヒ ツヅ ネンド ジョセイ タイショウ ツイカ バアイ ジョセイ ジョウケン ゲンカクカ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・５か年度目以内のクラブは、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。
・５か年度経過後は、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー、日レク公認クラブコーディネータ、クラブ協会公認上級クラブマネジャーの資格を有し、従事年数３年以上、ＣＭ（副）について、日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等で従事年数１年以上の者であること。また、年間を通じて定期的に行う運動スポーツ種目が３種目以上、自己財源率が原則50％以上であること。　※スポーツ活動推進事業（スポーツ団体スポーツ活動助成）との重複不可 セッチ ネンド メ イナイ セイ セイ ニッタイキョウ コウニン ニチ コウニン キョウカイ コウニン ジョウキュウ シカク ユウ ジュウジ ネンスウ ネンイジョウ フク ヨウセイ コウシュウカイ センモン カモク ジュコウ シュウリョウシャ トウ ジュウジ ネンスウ ネン イジョウ モノ ジコ ザイゲン リツ ゲンソク イジョウ

				 広域スポーツセンター指導者派遣等事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業（仮称） ソウゴウガタ チイキ イクセイ シエン ジギョウ カショウ						１ 都道府県　
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 ダンタイ		9/10		9/10		・広域スポーツセンターへの専任指導者（総合型地域スポーツクラブアドバイザー）の設置・派遣（域内の総合型地域スポーツクラブの運営に関する指導・助言及び情報の収集・提供）
・スポーツプログラマー、種目別指導者の配置・派遣
・総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会の開催等、総合型クラブの育成を推進する事業
・総合型クラブ交流事業の開催等総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の開催等、総合型クラブ間の連携を推進する事業
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） コウイキ センニン シドウシャ ソウゴウガタ チイキ セッチ ハケン イキナイ ソウゴウガタ チイキ ウンエイ カン シドウ ジョゲン オヨ ジョウホウ シュウシュウ テイキョウ シュモクベツ シドウシャ ハイチ ハケン ソウゴウガタ チイキ ヨウセイ コウシュウカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ イクセイ スイシン ジギョウ ソウゴウガタ コウリュウ ジギョウ カイサイナド ソウゴウガタ チイキ レンラク キョウギカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ アイダ レンケイ スイシン ジギョウ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

		地方公共団体
スポーツ活動助成 チホウ コウキョウ ダンタイ カツドウ ジョセイ		地域スポーツ
活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催（国際スポーツ交流受入事業等を含む） キョウシツ タイカイ トウ カイサイ コクサイ コウリュウ ウケイレ ジギョウ トウ フク				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ		都道府県及び指定都市　15,000千円
指定都市以外の市町村   10,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン		都道府県及び指定都市　12,000千円
指定都市以外の市町村   8,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、750千円以上、同一事業の助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ドウイツ ジギョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						大型スポーツ用品設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・地域スポーツ施設に設置する大型のスポーツ用品（１個・組・セット１００万円以上）の購入 チイキ シセツ セッチ オオガタ ヨウヒン コウニュウ		7,500千円 センエン		6,000千円 センエン

				 国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ						都道府県		3/4		3/4		・競技会開催に直接必要な経費の市町村等への間接助成 キョウギ カイ カイサイ チョクセツ ヒツヨウ ケイヒ シチョウソントウ カンセツ ジョセイ		150,000千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン キョウギカイ ゴウケイ		112,500千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン

		将来性を有する
競技者の発掘育成
活動助成 ショウライセイ ユウ キョウギシャ ハックツ イクセイ カツドウ ジョセイ		タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカン シドウ イクセイ ジギョウ						１ （公財）日本オリンピック委員会
２ （公財）日本オリンピック委員会の加盟競技団体
３ 日本トップリーグ連携機構の加盟団体
４ (社)日本プロサッカーリーグ ザイ ニホン イインカイ カメイ キョウギ ニホン レンケイ キコウ カメイ ダンタイ シャ ニホン		3/4		4/5		・JOCアスリートプログラム又はNF競技者育成プログラムに基づく定期的・継続的な競技者の発掘育成事業
・チーム単位で競うスポーツの国内における最高峰のリーグを運営する団体が行うジュニア選手（概ね18歳以下)の育成を目的とした下部リーグの開催 マタ キョウギシャ イクセイ モト テイキテキ ケイゾクテキ キョウギシャ ハックツ イクセイ ジギョウ タンイ キソ コクナイ サイコウホウ ウンエイ ダンタイ オコナ センシュ オオム サイ イカ イクセイ モクテキ カブ カイサイ		上限なし
※助成対象経費限度額の設定について検討中 ジョウゲン ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンドガク セッテイ ケントウチュウ		上限なし ジョウゲン

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ ジギョウ						１ 都道府県
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ						・都道府県等が競技者の身体・運動特性に基づくタレント発掘事業（特定の競技種目特性により発掘するものを除く。）
・発掘後の育成は、世界で活躍できる選手を目指してＮＦが行う一貫指導へと継承させるものであること。
・国立スポーツ科学センターや高等教育機関の支援を受けて実施するものを優先とする。 トドウフケン トウ モト ジギョウ トクテイ キョウギ シュモク ハックツ ノゾ ハックツゴ イクセイ セカイ カツヤク センシュ メザ コクリツ カガク コウトウ キョウイク キカン シエン ウ ジッシ ユウセン		上限なし ジョウゲン		上限なし ジョウゲン

		スポーツ団体
スポーツ活動助成 ダンタイ カツドウ ジョセイ		スポーツ活動
推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１、２又は３の加盟団体
６　１～４以外で、スポーツ振興を主たる目的
　とする法人 イインカイ マタ カメイ ダンタイ シンコウ シュ モクテキ ホウジン		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ										・対象経費合計額は、750千円以上、助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						マイクロバスの設置 セッチ						4/5		4/5		・スポーツ活動拠点等への移動に用いるマイクロバスの購入　※助成事業者と助成金交付契約を締結
・車両本体価格（標準装備を含む。）、統一ラッピング費用　※諸経費、ランニングコストは対象外 カツドウ キョテン トウ イドウ モチ コウニュウ ジョセイ ジギョウシャ ジョセイキン コウフ ケイヤク テイケツ シャリョウ ホンタイ カカク ヒョウジュン ソウビ フク トウイツ ヒヨウ ショケイヒ タイショウガイ		5,000千円 センエン		4,000千円 センエン

				ドーピング検査
推進事業
 ケンサ スイシン ジギョウ		ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ				（公財）日本アンチ・ドーピング機構		9/10		9/10		・ドーピング検査に必要な分析機器の整備に関する事業
・ドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関する事業 ケンサ ヒツヨウ ブンセキ キキ セイビ カン ジギョウ		上限なし		上限なし

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
４　３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体
５　４以外でスポーツの競技を統括する団体						ア　国内で行われる競技会に係る検査
イ　国際競技大会派遣前検査及び随時検査 コクナイ オコナ キョウギカイ カカ ケンサ コクサイ キョウギ タイカイ ハケン マエ ケンサ オヨ ズイジ ケンサ

						 ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構						・ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成し、国内の関係者（加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等）に提供 ボウシ カン カクシュ コクサイ カイギ トウ エ ジョウホウ ショウサイ カン インサツブツ トウ サクセイ コクナイ カンケイシャ カメイ ダンタイ キョウギシャ ケンサイン トウ テイキョウ

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ トウ ジギョウ						 （一財）日本スポーツ仲裁機構 イチ ザイ ニホン チュウサイ キコウ		9/10		9/10		・スポーツに関する仲裁等の実施（一般管理費は対象外） カン チュウサイ トウ ジッシ イッパン カンリヒ タイショウガイ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

				スポーツ指導者
海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ		スポーツ指導者等海外研修 シドウシャ トウ カイガイ ケンシュウ				（公財）日本体育協会		4/5		4/5		・海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調査・体験を中心に研修 カイガイ チイキ キバン ソシキ ジッタイ シドウホウ カツドウ チョウサ タイケン チュウシン ケンシュウ		上限なし		上限なし

						若手スポーツ指導者長期在外研修 ワカテ シドウシャ チョウキ ザイガイ ケンシュウ				（公財）日本オリンピック委員会						・研修A（２年以内）、研修B（１年以内） ケンシュウ ネン イナイ ケンシュウ ネン イナイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ		国際交流推進スタッフ育成事業 コクサイ コウリュウ スイシン イクセイ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１又は２の加盟競技団体 マタ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・派遣対象者は、国外に所在するＩＦ・ＡＦ若しくは国際競技大会組織委員会又は外国ＮＦの職員として従事する者、外国ＮＦのコーチとして従事する者、外国スポーツ団体が主催するシーズン制公式戦の審判員、外国においてスポーツに関する医療・医学に従事する医師とする。
・原則、１年間、1団体につき１名とする。 ハケン タイショウシャ コクガイ ショザイ モ コクサイ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ マタ ガイコク ショクイン ジュウジ モノ ガイコク ジュウジ モノ ガイコク ダンタイ シュサイ セイ コウシキセン シンパンイン ガイコク カン イリョウ イガク ジュウジ イシ ゲンソク ネンカン ダンタイ メイ		上限なし		上限なし

						競技力向上のためのマネジメント機能強化事業 キョウギリョク コウジョウ キノウ キョウカ ジギョウ				１　（公財）日本オリンピック委員会
２　１の加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・原則オリンピック開催年まで継続し、従事対象者は６５歳以下であること。
・諸外国チームとの対外試合の交渉等、競技力向上事業のマネジメント機能を強化するスタッフの設置（１団体につき１名を限度とする。）
・助成対象者にJOCを追加　※NTC専任ダイレクター3名（Nコーチ、エリートA。国際人養成P）
　※22'JOC補助から一般財源化 ゲンソク カイサイ ネン ケイゾク ジュウジ タイショウシャ サイ イカ ショガイコク タイガイ ジアイ コウショウ トウ キョウギリョク コウジョウ ジギョウ キノウ キョウカ セッチ ジョセイ タイショウシャ ツイカ センニン メイ コクサイジン ヨウセイ ホジョ イッパン ザイゲンカ		月額770千円（年額9,240千円） ゲツガク セン エン ネンガク センエン		月額577千円（年額6,930千円）

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ １～４のいずれかの加盟競技団体 ザイ ニホン ショウガイシャ キョウカイ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・国内競技団体（ＮＦ）を統括する団体が行う加盟ＮＦのガバナンスに関する法律・経営面についての指導・助言、研修会の実施
・国内競技団体（ＮＦ）が行うガバナンスに関する法律・経営に関する専門家の配置等（紛争解決手続きの整備及びその公表・周知を行った団体のみ対象） コクナイ キョウギ ダンタイ トウカツ ダンタイ オコナ カメイ カン ホウリツ ケイエイ メン シドウ ジョゲン ケンシュウカイ ジッシ コクナイ キョウギ ダンタイ オコナ カン ホウリツ ケイエイ カン ハイチ トウ		統括団体 8,000千円
加盟ＮＦ　1,200千円 トウカツ ダンタイ センエン カメイ センエン		統括団体   6,000千円
加盟ＮＦ       900千円 カメイ センエン

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ						１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
６ １又は２の加盟競技団体 ザイ		2/3		2/3		・国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集するスポーツに関する国際会議を開催する事業
・４月１日～６月３０日の間に開会する会議については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。） コクサイ ダンタイ マタ ショガイコク ダンタイ コウセイイン コウシキ サンシュウ カン コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ カイギ カイサイ ジュンビ ジギョウ バアイ カイサイ ネンド ハンガク		75,000千円 セン エン		50,000千円 センエン

		国際競技大会開催助成 コクサイ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ				ア オリンピック（冬季）競技大会
イ アジア（冬季）競技大会
ウ ユニバーシアード（冬季）競技大会
エ 予選大会を含む参加国数が３０カ国以上又は
    開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会 トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ サンカコク スウ コク イジョウ マタ カイサイ ジギョウヒ オク センマンエン イジョウ コクサイ キョウギ タイカイ				１ 都道府県
２ 市町村
３  (公財)日本オリンピック委員会又は(公財)日本体育協会の加盟競技団体
４ 大会組織委員会（大会開催の準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人） キョウギ		1/5		1/5		・４月１日～６月３０日の間に開会する大会については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。）
・総合競技大会及び閣議了解のある競技大会については、開催決定年度以降に係る開催準備の基幹的な経費についても対象とすることができる。
・閣議了解のある競技大会については、必要に応じて大会開催年度の翌年度以降においても助成を行うことができる。 ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ カイカイ タイカイ ゼンネン ド カイサイ ジュンビ ジギョウ ハンガク ジョセイ カ ソウゴウ キョウギ タイカイ オヨ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ カイサイ ケッテイ ネンド イコウ カカ カイサイ ジュンビ キカンテキ ケイヒ タイショウ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ ヒツヨウ オウ タイカイ カイサイ ネンド ヨクネン ド イコウ ジョセイ オコナ		10億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ チョウセイ ベツ サダ		2億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン ベツ

		大規模スポーツ施設
整備助成 ダイキボ シセツ セイビ ジョセイ		Jリーグホームスタジアム等整備事業 トウ セイビ ジギョウ				改修・改造		１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン		3/4		3/4		・スポーツ振興投票実施試合会場（助成年度におけるJ1,J2加盟チームのホーム及び準ホームスタジアム）の改修又は改造　※敷地内の動線、駐車場等についても対象。付加価値化に伴うものは対象外。
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、芝刈り機等）についても対象とする。 カイシュウ マタ カイゾウ ドウセン チュウシャジョウ トウ タイショウ フカ カチ カ トモナ タイショウガイ コウジ フタイ ケイソク キキ アンゼン セツビ シバカ キ トウ		12億円
（3か年度合計） オクエン ネンド ゴウケイ		9億円
（3か年度合計） オクエン ゴウケイ

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギ カイジョウ セイビ ジギョウ				改修・改造 カイシュウ カイゾウ								・国民体育大会冬季大会の開催が決定、内定、順序了解した都道府県において競技会場に選定された施設の改修又は改造
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、整氷車、降雪機等）についても対象とする。 ケッテイ ジュンジョ リョウカイ トドウフケン キョウギ カイジョウ センテイ シセツ カイシュウ マタ カイゾウ コウジ フタイ ジョウセツ ケイソク キキ アンゼン セツビ ヒトシ コオリ クルマ コウセツキ トウ		6億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ		4.5億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ
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略称表記UNIVASあり

				本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

				JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

				JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

				JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

				日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

				JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

				JPC		日本パラリンピック委員会		UNIVAS		一般社団法人大学スポーツ協会









略称表記UNIVASなし

		本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

		JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

		JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

		JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

		日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

		JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

		JPC		日本パラリンピック委員会









大規模施設







				助成対象事業 タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費
の限度額		助成割合		助成金の
限度額

				国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業				改修・改造		　1 都道府県
　2 市町村（特別地方公共団体
　　を含む。以下同じ。） トクベツ チホウ コウキョウ ダンタイ フク イカ オナ		1開催年度当たり
7億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン		3/4		1開催年度当たり
5.25億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン









施設

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円





施設 (PPP・PFI)×

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				PPP/PFI導入のための
アドバイザリー活用事業		　1 都道府県
　2 市町村		2か年度以内
（令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで） イナイ レイワ ネン ガツ ヒ レイワ ネン ガツ ニチ		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円 カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円







 施設(PPP・PFI)

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県スポーツ協会及び
　　指定都市スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







 施設(PPP・PFI) _見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







総合型

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





総合型_見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





地方ソフト_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				地域スポーツ活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 都道府県
　2 市町村		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ ホストタウン国際交流 コクサイ コウリュウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 大型スポーツ用品の設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				上限　　7,500千円 ジョウゲン センエン				6,000千円 センエン

				国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業
（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会） コクミン トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ キョウギカイ キョウギカイ				　都道府県 トドウフケン		上限　150,000千円 ジョウゲン センエン				120,000千円 センエン







																		（別　表） ベツ ヒョウ

																						助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

																		地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ カカ スベ ジギョウ ゴウケイガク

																				都道府県又は指定都市		15,000		千円 センエン		12,000		千円 センエン

																				指定都市を除く市町村		10,000		千円 センエン		8,000		千円 センエン





発掘育成







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① (バス削除Ver)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 1、2又は3の加盟団体
　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン





















発掘育成_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① 







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～9以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～98以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




×スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン				13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト② (JADA組織基盤)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－





×スポーツソフト②_見消







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト②_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト①別表_見え消し



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県体育・スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		　10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		20,000千円 センエン		9/10		18,000千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツガバナンス強化事業 ダイガク キョウカ ジギョウ				　UNIVAS		62,500千円 センエン		4/5		50,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト②別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ

						1～6に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		8,000千円 センエン		6,000千円 セン エン

						7、8に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		1,200千円 セン エン		0,900千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




国際大会



				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ア オリンピック競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
イ アジア競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
ウ ワールドユニバーシティゲームズ
　（冬季競技大会を含む。）
エ 国際的な規模を有するスポーツの競技大会で、
　次に掲げる基準のいずれかに適合するもの
　 （ア）参加国数（予選大会があるものについては、
　　　　予選大会の参加国数）が30か国以上であるもの
   （イ) 開催事業費が2億5千万円以上であるもの キョウギ タイカイ トウキ キョウギ フク キョウギ タイカイ		大会開催
事業 タイカイ カイサイ ジギョウ		　1 都道府県
　2 市町村
　3 JOC又はJSPOの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPSA又はJPCの
　　 加盟競技団体
　5 大会組織委員会
　（大会開催の準備及び運営に関する事業
　　を目的として設立された法人） キョウギ		5億円		2/5		2億円
（※2） オクエン

						大会開催
準備事業
（※1） タイカイ カイサイ ジュンビ ジギョウ				1億円 オク エン		4/5		80,000千円 セン エン































































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




オリパラ(削除)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ

Windowsユーザー: 事業終了のため削除						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 トウキョウ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ

						組織体制強化事業 ソシキ タイセイ キョウカ ジギョウ				　Tokyo 2020		－		10/10		－





基金

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク								助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ										助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						　1 JSPOの加盟団体
　（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。） セイ カメイ ダンタイ オヨ キョウカイ ノゾ カメイ キョウギ ダンタイ ノゾ										2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ								選手強化拠点等における選手強化活動に対して補助を行う活動　
ア　国内合宿　　イ　海外合宿　　ウ　チーム派遣　　エ　チーム招待
【対象競技】カバディ・クラッシュ・柔術・セパタクロー・eスポーツ タイ ホジョ オコナ カツドウ コクナイ ガッシュク タイショウ キョウギ ジュウジュツ										　JOC		9/10		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン

		エ　チーム招待 ショウタイ





		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国際的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の日本開催 コクサイテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ ニホン カイサイ						　1 JSPO　2 JOC　3 日レク　4 JPSA　5 1、2又は3の加盟団体
　6 法人格を有する4又はJPCの加盟団体
　7 1～6以外で、スポーツの振興を主たる目的とする法人										下限  1,500千円
上限 15,000千円 カゲン センエン ジョウゲン センエン				2/3		10,000千円 センエン



		イ　全国的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の開催 ゼンコクテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ カイサイ



		※実施する競技会、研究集会又は講習会ごとに1活動（1件）とします。



		　





																												助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ								助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

																												選手強化拠点等における選手強化活動　
ア　国内合宿
イ　海外合宿
ウ　チーム派遣
エ　チーム招待 センシュキョウカ キョテン トウ センシュキョウカ カツドウ				　1 JSPOの加盟団体（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体（愛知・名古屋2026アジア競技大会の実施
    競技を統括する団体を除く。）
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。）
　5 特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会								2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。















アスリート助成

				認定区分 ニンテイ クブン				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				オリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JOCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JOCのオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を
　　　通じて選手生活を継続することが見込まれる選手		2,400千円 セン エン

						JSCユースアスリート				900千円 セン エン

				パラリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JPCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JPCのパラリンピック強化指定選手
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回のパラリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて
　　　選手生活を継続することが見込まれる選手 カンケイ キョウギ ダンタイ キョウギ ウエ スイセン センシュ		2,400千円 セン エン











スケジュール

				助成事業年間スケジュール ジョセイジギョウ ネンカン



																 4/1 助成対象期間開始 ジョセイ タイショウ キカン カイシ

						11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月

						翌年度募集期間 ヨクネンド キカン

				　①交付対象事業の募集 コウフ タイショウ ジギョウ ボシュウ



				　②交付申請書の審査 コウフ シンセイ ショ シンサ

																4月中目途 チュウ モクト

				　③交付の決定（内定） コウフ ケッテイ ナイテイ												助成審査委員会の審議を経て、交付の決定（内定） ヘ



						7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月

						7月20日前後 ガツ ニチ ゼンゴ						10月20日前後

				　④状況報告書の提出 ジョウキョウ ホウコク ショ テイシュツ		第1四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク						第2四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク

												事業完了後30日以内又は4月10日のいずれか早い日 マタ ガツ ニチ ハヤ ヒ

				　⑤実績報告書の提出 ジッセキ ホウコク ショ テイシュツ



				　⑥実績報告書の審査 ジッセキ ホウコク ショ シンサ



				　⑦助成金の額の確定 ジョセイ キン ガク カクテイ																				助成金の精算・支払 ジョセイ キン シハラ





研さん活動助成

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下表参照 ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







研さん活動助成_見え消し

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下記表参照 ヒョウ ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







競技強化

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の
下限額／上限額 ジョセイキン カゲン ガク ジョウゲン ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						JOCの加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				3/4

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン																なし

		エ　チーム招待 ショウタイ



		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　マネジメント機能強化 キノウ キョウカ						　1　JTL
　2　1の加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				―		定額 テイガク

		イ　研修会等開催 ケンシュウカイトウ カイサイ

		ウ　トップリーグ開催 カイサイ																なし

		エ　トップリーグ活性化活動 カッセイカ カツドウ









×_競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×競技力向上_見消



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための「ビジョン」の明確化						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合の支援









競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための中長期経営計画の明確化 チュウチョウキ ケイエイ ケイカク						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合に向けた取組の実施 ム トリクミ ジッシ









寄附の方法

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　0704490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附の方法_見え消し

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　07004490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附金

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												430台 ダイ







寄附金_見え消し

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												423430台 ダイ







支援企業

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		TOPPANホールディングス株式会社 カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





支援企業_見え消し

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		凸版印刷株式会社TOPPANホールディングス株式会社 トッパン インサツ カブシキガイシャ カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





税制上の優遇措置

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他必要事項		「確定申告」が必要です。センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





税制上の優遇措置_見え消し

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40パーセント％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他の必要事項		「確定申告」が必要です。当センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。 トウ		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





×z被災地

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業
　スポーツこころのプロジェクト　笑顔の教室 ヒサイチ コ ココロ カツドウ トウ ジギョウ		　JSPO		当該年度 トウガイ ネンド		200,000千円		10/10		200,000千円





×卓越した活動

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者										定額







×卓越した活動（詳細）

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者で、次のいずれにも該当する者
（１）スポーツ活動を行う計画を有する者は、原則として当該スポーツ活動を行うために設けられたチームであること。なお、個人であっても対象となりうるものであること。
（２）当該スポーツ活動について、その成功が相当程度見込まれうる専門的な知識、高度な技術、豊富な経験等を有する者であること。
（３）（１）のチームは、原則として日本人で構成されているものであること。なお、日本人以外の者が当該チームの構成員として加わる場合にあっては、日本人が当該活動の主体であるチームに限るものであること。また、個人にあっては日本人に限るものであること。
（４）（１）のチームは、営利を目的とするものではないこと。										定額







image1.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image2.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円




image3.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image4.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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くじ助成



		助成区分 ジョセイ クブン		助成事業の内容 ジョセイ ジギョウ ナイヨウ						助成対象者
（地方公共団体又は非営利のスポーツ団体） ジョセイ タイショウシャ		23助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		24助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		助成対象基準等 ジョセイ タイショウ キジュン トウ		助成対象経費の合計額の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゴウケイ ガク ゲンド ガク		助成金の額の限度額 ジョセイキン ガク ゲンド ガク

		地域スポーツ施設
整備助成 チイキ シセツ セイビ ジョセイ		クラブハウス
整備事業 セイビ ジギョウ		新築 シンチク				１ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 市町村が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 法人格を有する指定都市体育協会
４ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ シ チョウソン トクベツク フク イカ オナ ダンタイ		4/5		4/5		・延床面積100㎡以上
・クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室（会議室を兼ねる場合は除く。）、更衣室、用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託児室、便所、その他クラブハウスに必要な諸室を含めることができるものとする。 ヒツヨウ シツ カンリ ジムシツ カイギシツ ダンワシツ カイギシツ カ バアイ ノゾ コウイシツ ヨウグ シツ タモクテキ ウンドウ シツ シツ タクジシツ ベンジョ タ ヒツヨウ ショ シツ フク		75,000千円
(250千円×延床面積のどちらか低い額) セン エン センエン ノ ユカメンセキ ヒク ガク		60,000千円

						改造 カイゾウ						3/4		3/4				15,000千円 セン エン		11,250千円

				グラウンド
芝生化事業 シバフ カ ジギョウ		芝生化新設事業 シバフカ シンセツ ジギョウ		天然芝生化新設事業 テンネンシバ		１ 都道府県　
２ 市町村
３ 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出
　 したスポーツ団体
４ 法人格を有する都道府県体育協会及び
　 指定都市体育協会
５ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ モ シチョウソン ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ オヨ		4/5		4/5		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合は同一施設とみなす。 チイキ シセツ ドウイツ モクテキ シヨウ リンセツ バアイ ドウイツ シセツ		60,000千円		48,000千円

								人工芝生化新設事業 ジンコウシバ

						芝生化改設事業 シバフカ カイ セツ ジギョウ		天然芝生化改設事業 テンネンシバ カイセツ				3/4		3/4		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合であっても区分ごとの助成は可能。 チイキ シセツ クブン ジョセイ カノウ		40,000千円 センエン		30,000千円 センエン

								人工芝生化改設事業 ジンコウシバ カイセツ

						天然芝維持活動 テンネン シバ イジ カツドウ						2/3		2/3		・H22-24年度において天然芝生化新設事業を実施した施設に限る。
・助成初年度から継続3か年を限度とする。 ネンド テンネン シバフ カ シンセツ ジギョウ ジッシ シセツ カギ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ゲンド		2,000千円 センエン		1,333千円 センエン

				スポーツ施設等
整備事業		屋外夜間照明施設整備
スポーツ競技施設の整備
スポーツ競技施設等の整備						2/3		2/3		・屋外夜間照明については、照明面積1,000㎡以上、地上面平均照度100ルックス以上
・地方公共団体が学校に設置するものは対象外（安全安心な学校づくり交付金の対象）
・競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室等を含む整備（1,000万円以上の事業に限る。）
・競技を安全に実施するための設備（防球フェンス等）の設置
・地方公共団体において安全安心な学校づくり交付金の対象となる施設に該当する場合は対象外 キョウギ ジッシ チョクセツ ヒツヨウ オヨ フタイ セツビ セイビ コクサイ ユウチ トモナ ショ シツ トウ フク マンエン イジョウ ジギョウ カギ キョウギ アンゼン ジッシ セツビ ボウ キュウ トウ セッチ		10,000千円～30,000千円

国際スポーツキャンプの誘致に伴う
トイレ等諸室の整備を行う場合
10,000千円～30,000千円		6,666千円～20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する諸室の整備 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ ショ シツ セイビ										・学校開放事業によるスポーツ活動に供するシャワー室、更衣室、トイレ等諸室の新設または改造
 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ シツ コウイシツ トウ ショ シツ シンセツ カイゾウ

						スポーツ競技施設の大規模改修等 キョウギ シセツ ダイキボ カイシュウ トウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費の合計額3,000万円以上
・老朽化したスポーツ競技施設（建築後20年）の競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・スポーツ競技施設の高機能化のために競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備を改造するもの マン エン イジョウ ロウキュウカ キョウギ シセツ ケンチク ゴ ネン キョウギ シセツ コウキノウカ カイゾウ		30,000千円～150,000千円 センエン センエン		20,000千円～100,000千円 センエン

		総合型地域スポーツ
クラブ活動助成 ソウゴウガタ チイキ カツドウ ジョセイ		 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ シエン ジギョウ						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 コウ ザイ		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・設立準備組織が行う総合型クラブ創設活動に対する補助を対象とする セツリツ ジュンビ ソシキ オコナ ソウゴウガタ ソウセツ カツドウ タイ ホジョ タイショウ		1,200千円		1,080千円

				 総合型地域スポーツクラブ創設事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ ジギョウ						市町村						・対象経費の合計額400千円以上
・総合型クラブの創設に係る活動（事業の全部を委託する場合は対象外。） ソウゴウガタ ソウセツ カカ カツドウ ジギョウ ゼンブ イタク バアイ タイショウガイ

				 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ ジリツ シエン ジギョウ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネンド						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） ネンカン ツウ テイキテキ ウンドウ カツドウ ジョセイ ネンド メ シュモク イジョウ ネンド メ イコウ シュモク イジョウ ジッシ コヨウ チンギン		4,000千円 センエン		3,600千円　

				 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ カツドウ キバン キョウカ ジギョウ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・対象経費の合計額1,000千円以上　※スポーツ活動推進事業との重複申請不可
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） シンセイ コヨウ チンギン

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで） ソウゴウガタ チイキ セッチ シエン ジギョウ						１　市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 シチョウソン		9/10		9/10		・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。 フク タイショウ バアイ セイ ユウシカクシャ トウ セイ		4,596千円
マネジャー（正）220千円/月
マネジャー（副）163千円/月 セイ センエン ツキ フク センエン ツキ		4,136千円

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
（助成初年度から継続５か年度まで。及び５か年度経過後の引き続き３か年度。について助成対象に追加。この場合、助成条件を厳格化。） ソウゴウガタ チイキ セッチ ジギョウ オヨ ネンド ケイカゴ ヒ ツヅ ネンド ジョセイ タイショウ ツイカ バアイ ジョセイ ジョウケン ゲンカクカ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・５か年度目以内のクラブは、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。
・５か年度経過後は、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー、日レク公認クラブコーディネータ、クラブ協会公認上級クラブマネジャーの資格を有し、従事年数３年以上、ＣＭ（副）について、日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等で従事年数１年以上の者であること。また、年間を通じて定期的に行う運動スポーツ種目が３種目以上、自己財源率が原則50％以上であること。　※スポーツ活動推進事業（スポーツ団体スポーツ活動助成）との重複不可 セッチ ネンド メ イナイ セイ セイ ニッタイキョウ コウニン ニチ コウニン キョウカイ コウニン ジョウキュウ シカク ユウ ジュウジ ネンスウ ネンイジョウ フク ヨウセイ コウシュウカイ センモン カモク ジュコウ シュウリョウシャ トウ ジュウジ ネンスウ ネン イジョウ モノ ジコ ザイゲン リツ ゲンソク イジョウ

				 広域スポーツセンター指導者派遣等事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業（仮称） ソウゴウガタ チイキ イクセイ シエン ジギョウ カショウ						１ 都道府県　
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 ダンタイ		9/10		9/10		・広域スポーツセンターへの専任指導者（総合型地域スポーツクラブアドバイザー）の設置・派遣（域内の総合型地域スポーツクラブの運営に関する指導・助言及び情報の収集・提供）
・スポーツプログラマー、種目別指導者の配置・派遣
・総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会の開催等、総合型クラブの育成を推進する事業
・総合型クラブ交流事業の開催等総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の開催等、総合型クラブ間の連携を推進する事業
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） コウイキ センニン シドウシャ ソウゴウガタ チイキ セッチ ハケン イキナイ ソウゴウガタ チイキ ウンエイ カン シドウ ジョゲン オヨ ジョウホウ シュウシュウ テイキョウ シュモクベツ シドウシャ ハイチ ハケン ソウゴウガタ チイキ ヨウセイ コウシュウカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ イクセイ スイシン ジギョウ ソウゴウガタ コウリュウ ジギョウ カイサイナド ソウゴウガタ チイキ レンラク キョウギカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ アイダ レンケイ スイシン ジギョウ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

		地方公共団体
スポーツ活動助成 チホウ コウキョウ ダンタイ カツドウ ジョセイ		地域スポーツ
活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催（国際スポーツ交流受入事業等を含む） キョウシツ タイカイ トウ カイサイ コクサイ コウリュウ ウケイレ ジギョウ トウ フク				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ		都道府県及び指定都市　15,000千円
指定都市以外の市町村   10,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン		都道府県及び指定都市　12,000千円
指定都市以外の市町村   8,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、750千円以上、同一事業の助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ドウイツ ジギョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						大型スポーツ用品設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・地域スポーツ施設に設置する大型のスポーツ用品（１個・組・セット１００万円以上）の購入 チイキ シセツ セッチ オオガタ ヨウヒン コウニュウ		7,500千円 センエン		6,000千円 センエン

				 国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ						都道府県		3/4		3/4		・競技会開催に直接必要な経費の市町村等への間接助成 キョウギ カイ カイサイ チョクセツ ヒツヨウ ケイヒ シチョウソントウ カンセツ ジョセイ		150,000千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン キョウギカイ ゴウケイ		112,500千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン

		将来性を有する
競技者の発掘育成
活動助成 ショウライセイ ユウ キョウギシャ ハックツ イクセイ カツドウ ジョセイ		タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカン シドウ イクセイ ジギョウ						１ （公財）日本オリンピック委員会
２ （公財）日本オリンピック委員会の加盟競技団体
３ 日本トップリーグ連携機構の加盟団体
４ (社)日本プロサッカーリーグ ザイ ニホン イインカイ カメイ キョウギ ニホン レンケイ キコウ カメイ ダンタイ シャ ニホン		3/4		4/5		・JOCアスリートプログラム又はNF競技者育成プログラムに基づく定期的・継続的な競技者の発掘育成事業
・チーム単位で競うスポーツの国内における最高峰のリーグを運営する団体が行うジュニア選手（概ね18歳以下)の育成を目的とした下部リーグの開催 マタ キョウギシャ イクセイ モト テイキテキ ケイゾクテキ キョウギシャ ハックツ イクセイ ジギョウ タンイ キソ コクナイ サイコウホウ ウンエイ ダンタイ オコナ センシュ オオム サイ イカ イクセイ モクテキ カブ カイサイ		上限なし
※助成対象経費限度額の設定について検討中 ジョウゲン ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンドガク セッテイ ケントウチュウ		上限なし ジョウゲン

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ ジギョウ						１ 都道府県
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ						・都道府県等が競技者の身体・運動特性に基づくタレント発掘事業（特定の競技種目特性により発掘するものを除く。）
・発掘後の育成は、世界で活躍できる選手を目指してＮＦが行う一貫指導へと継承させるものであること。
・国立スポーツ科学センターや高等教育機関の支援を受けて実施するものを優先とする。 トドウフケン トウ モト ジギョウ トクテイ キョウギ シュモク ハックツ ノゾ ハックツゴ イクセイ セカイ カツヤク センシュ メザ コクリツ カガク コウトウ キョウイク キカン シエン ウ ジッシ ユウセン		上限なし ジョウゲン		上限なし ジョウゲン

		スポーツ団体
スポーツ活動助成 ダンタイ カツドウ ジョセイ		スポーツ活動
推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１、２又は３の加盟団体
６　１～４以外で、スポーツ振興を主たる目的
　とする法人 イインカイ マタ カメイ ダンタイ シンコウ シュ モクテキ ホウジン		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ										・対象経費合計額は、750千円以上、助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						マイクロバスの設置 セッチ						4/5		4/5		・スポーツ活動拠点等への移動に用いるマイクロバスの購入　※助成事業者と助成金交付契約を締結
・車両本体価格（標準装備を含む。）、統一ラッピング費用　※諸経費、ランニングコストは対象外 カツドウ キョテン トウ イドウ モチ コウニュウ ジョセイ ジギョウシャ ジョセイキン コウフ ケイヤク テイケツ シャリョウ ホンタイ カカク ヒョウジュン ソウビ フク トウイツ ヒヨウ ショケイヒ タイショウガイ		5,000千円 センエン		4,000千円 センエン

				ドーピング検査
推進事業
 ケンサ スイシン ジギョウ		ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ				（公財）日本アンチ・ドーピング機構		9/10		9/10		・ドーピング検査に必要な分析機器の整備に関する事業
・ドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関する事業 ケンサ ヒツヨウ ブンセキ キキ セイビ カン ジギョウ		上限なし		上限なし

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
４　３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体
５　４以外でスポーツの競技を統括する団体						ア　国内で行われる競技会に係る検査
イ　国際競技大会派遣前検査及び随時検査 コクナイ オコナ キョウギカイ カカ ケンサ コクサイ キョウギ タイカイ ハケン マエ ケンサ オヨ ズイジ ケンサ

						 ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構						・ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成し、国内の関係者（加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等）に提供 ボウシ カン カクシュ コクサイ カイギ トウ エ ジョウホウ ショウサイ カン インサツブツ トウ サクセイ コクナイ カンケイシャ カメイ ダンタイ キョウギシャ ケンサイン トウ テイキョウ

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ トウ ジギョウ						 （一財）日本スポーツ仲裁機構 イチ ザイ ニホン チュウサイ キコウ		9/10		9/10		・スポーツに関する仲裁等の実施（一般管理費は対象外） カン チュウサイ トウ ジッシ イッパン カンリヒ タイショウガイ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

				スポーツ指導者
海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ		スポーツ指導者等海外研修 シドウシャ トウ カイガイ ケンシュウ				（公財）日本体育協会		4/5		4/5		・海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調査・体験を中心に研修 カイガイ チイキ キバン ソシキ ジッタイ シドウホウ カツドウ チョウサ タイケン チュウシン ケンシュウ		上限なし		上限なし

						若手スポーツ指導者長期在外研修 ワカテ シドウシャ チョウキ ザイガイ ケンシュウ				（公財）日本オリンピック委員会						・研修A（２年以内）、研修B（１年以内） ケンシュウ ネン イナイ ケンシュウ ネン イナイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ		国際交流推進スタッフ育成事業 コクサイ コウリュウ スイシン イクセイ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１又は２の加盟競技団体 マタ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・派遣対象者は、国外に所在するＩＦ・ＡＦ若しくは国際競技大会組織委員会又は外国ＮＦの職員として従事する者、外国ＮＦのコーチとして従事する者、外国スポーツ団体が主催するシーズン制公式戦の審判員、外国においてスポーツに関する医療・医学に従事する医師とする。
・原則、１年間、1団体につき１名とする。 ハケン タイショウシャ コクガイ ショザイ モ コクサイ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ マタ ガイコク ショクイン ジュウジ モノ ガイコク ジュウジ モノ ガイコク ダンタイ シュサイ セイ コウシキセン シンパンイン ガイコク カン イリョウ イガク ジュウジ イシ ゲンソク ネンカン ダンタイ メイ		上限なし		上限なし

						競技力向上のためのマネジメント機能強化事業 キョウギリョク コウジョウ キノウ キョウカ ジギョウ				１　（公財）日本オリンピック委員会
２　１の加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・原則オリンピック開催年まで継続し、従事対象者は６５歳以下であること。
・諸外国チームとの対外試合の交渉等、競技力向上事業のマネジメント機能を強化するスタッフの設置（１団体につき１名を限度とする。）
・助成対象者にJOCを追加　※NTC専任ダイレクター3名（Nコーチ、エリートA。国際人養成P）
　※22'JOC補助から一般財源化 ゲンソク カイサイ ネン ケイゾク ジュウジ タイショウシャ サイ イカ ショガイコク タイガイ ジアイ コウショウ トウ キョウギリョク コウジョウ ジギョウ キノウ キョウカ セッチ ジョセイ タイショウシャ ツイカ センニン メイ コクサイジン ヨウセイ ホジョ イッパン ザイゲンカ		月額770千円（年額9,240千円） ゲツガク セン エン ネンガク センエン		月額577千円（年額6,930千円）

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ １～４のいずれかの加盟競技団体 ザイ ニホン ショウガイシャ キョウカイ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・国内競技団体（ＮＦ）を統括する団体が行う加盟ＮＦのガバナンスに関する法律・経営面についての指導・助言、研修会の実施
・国内競技団体（ＮＦ）が行うガバナンスに関する法律・経営に関する専門家の配置等（紛争解決手続きの整備及びその公表・周知を行った団体のみ対象） コクナイ キョウギ ダンタイ トウカツ ダンタイ オコナ カメイ カン ホウリツ ケイエイ メン シドウ ジョゲン ケンシュウカイ ジッシ コクナイ キョウギ ダンタイ オコナ カン ホウリツ ケイエイ カン ハイチ トウ		統括団体 8,000千円
加盟ＮＦ　1,200千円 トウカツ ダンタイ センエン カメイ センエン		統括団体   6,000千円
加盟ＮＦ       900千円 カメイ センエン

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ						１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
６ １又は２の加盟競技団体 ザイ		2/3		2/3		・国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集するスポーツに関する国際会議を開催する事業
・４月１日～６月３０日の間に開会する会議については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。） コクサイ ダンタイ マタ ショガイコク ダンタイ コウセイイン コウシキ サンシュウ カン コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ カイギ カイサイ ジュンビ ジギョウ バアイ カイサイ ネンド ハンガク		75,000千円 セン エン		50,000千円 センエン

		国際競技大会開催助成 コクサイ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ				ア オリンピック（冬季）競技大会
イ アジア（冬季）競技大会
ウ ユニバーシアード（冬季）競技大会
エ 予選大会を含む参加国数が３０カ国以上又は
    開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会 トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ サンカコク スウ コク イジョウ マタ カイサイ ジギョウヒ オク センマンエン イジョウ コクサイ キョウギ タイカイ				１ 都道府県
２ 市町村
３  (公財)日本オリンピック委員会又は(公財)日本体育協会の加盟競技団体
４ 大会組織委員会（大会開催の準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人） キョウギ		1/5		1/5		・４月１日～６月３０日の間に開会する大会については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。）
・総合競技大会及び閣議了解のある競技大会については、開催決定年度以降に係る開催準備の基幹的な経費についても対象とすることができる。
・閣議了解のある競技大会については、必要に応じて大会開催年度の翌年度以降においても助成を行うことができる。 ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ カイカイ タイカイ ゼンネン ド カイサイ ジュンビ ジギョウ ハンガク ジョセイ カ ソウゴウ キョウギ タイカイ オヨ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ カイサイ ケッテイ ネンド イコウ カカ カイサイ ジュンビ キカンテキ ケイヒ タイショウ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ ヒツヨウ オウ タイカイ カイサイ ネンド ヨクネン ド イコウ ジョセイ オコナ		10億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ チョウセイ ベツ サダ		2億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン ベツ

		大規模スポーツ施設
整備助成 ダイキボ シセツ セイビ ジョセイ		Jリーグホームスタジアム等整備事業 トウ セイビ ジギョウ				改修・改造		１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン		3/4		3/4		・スポーツ振興投票実施試合会場（助成年度におけるJ1,J2加盟チームのホーム及び準ホームスタジアム）の改修又は改造　※敷地内の動線、駐車場等についても対象。付加価値化に伴うものは対象外。
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、芝刈り機等）についても対象とする。 カイシュウ マタ カイゾウ ドウセン チュウシャジョウ トウ タイショウ フカ カチ カ トモナ タイショウガイ コウジ フタイ ケイソク キキ アンゼン セツビ シバカ キ トウ		12億円
（3か年度合計） オクエン ネンド ゴウケイ		9億円
（3か年度合計） オクエン ゴウケイ

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギ カイジョウ セイビ ジギョウ				改修・改造 カイシュウ カイゾウ								・国民体育大会冬季大会の開催が決定、内定、順序了解した都道府県において競技会場に選定された施設の改修又は改造
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、整氷車、降雪機等）についても対象とする。 ケッテイ ジュンジョ リョウカイ トドウフケン キョウギ カイジョウ センテイ シセツ カイシュウ マタ カイゾウ コウジ フタイ ジョウセツ ケイソク キキ アンゼン セツビ ヒトシ コオリ クルマ コウセツキ トウ		6億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ		4.5億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ



&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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略称表記UNIVASあり

				本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

				JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

				JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

				JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

				日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

				JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

				JPC		日本パラリンピック委員会		UNIVAS		一般社団法人大学スポーツ協会









略称表記UNIVASなし

		本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

		JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

		JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

		JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

		日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

		JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

		JPC		日本パラリンピック委員会









大規模施設







				助成対象事業 タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費
の限度額		助成割合		助成金の
限度額

				国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業				改修・改造		　1 都道府県
　2 市町村（特別地方公共団体
　　を含む。以下同じ。） トクベツ チホウ コウキョウ ダンタイ フク イカ オナ		1開催年度当たり
7億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン		3/4		1開催年度当たり
5.25億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン









施設

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円





施設 (PPP・PFI)×

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				PPP/PFI導入のための
アドバイザリー活用事業		　1 都道府県
　2 市町村		2か年度以内
（令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで） イナイ レイワ ネン ガツ ヒ レイワ ネン ガツ ニチ		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円 カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円







 施設(PPP・PFI)

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県スポーツ協会及び
　　指定都市スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







 施設(PPP・PFI) _見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県又は市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会 マタ		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円

				PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業						　1 都道府県
　2 市町村		下限　     4,000千円
上限　   40,000千円
（2か年度合計） カゲン ジョウゲン		1/2		20,000千円
（2か年度合計）







総合型

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





総合型_見え消し

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　   400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　   400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　   750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





地方ソフト_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				地域スポーツ活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 都道府県
　2 市町村		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ ホストタウン国際交流 コクサイ コウリュウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 大型スポーツ用品の設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				上限　　7,500千円 ジョウゲン センエン				6,000千円 センエン

				国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業
（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会） コクミン トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ キョウギカイ キョウギカイ				　都道府県 トドウフケン		上限　150,000千円 ジョウゲン センエン				120,000千円 センエン







																		（別　表） ベツ ヒョウ

																						助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

																		地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ カカ スベ ジギョウ ゴウケイガク

																				都道府県又は指定都市		15,000		千円 センエン		12,000		千円 センエン

																				指定都市を除く市町村		10,000		千円 センエン		8,000		千円 センエン





発掘育成







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① (バス削除Ver)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 1、2又は3の加盟団体
　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン





















発掘育成_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト① 







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～9以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①_見え消し







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 JTL
　8  1、2又は3の加盟団体
　9 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
10 1～98以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




×スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン				13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト② (JADA組織基盤)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－





×スポーツソフト②_見消







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





×スポーツソフト②_クリーン







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン		9/10		13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト①別表_見え消し



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA、JTL		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県体育・スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

						国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 コクナイ ボウシキカン ソシキ キバンセイビジギョウ		　JADA		－		　10/10		－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		20,000千円 センエン		9/10		18,000千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツガバナンス強化事業 ダイガク キョウカ ジギョウ				　UNIVAS		62,500千円 センエン		4/5		50,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト②別表



				（別　表） ベツ ヒョウ

								助成対象経費の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ

						1～6に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		8,000千円 センエン		6,000千円 セン エン

						7、8に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		1,200千円 セン エン		0,900千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	
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国際大会



				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ア オリンピック競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
イ アジア競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
ウ ワールドユニバーシティゲームズ
　（冬季競技大会を含む。）
エ 国際的な規模を有するスポーツの競技大会で、
　次に掲げる基準のいずれかに適合するもの
　 （ア）参加国数（予選大会があるものについては、
　　　　予選大会の参加国数）が30か国以上であるもの
   （イ) 開催事業費が2億5千万円以上であるもの キョウギ タイカイ トウキ キョウギ フク キョウギ タイカイ		大会開催
事業 タイカイ カイサイ ジギョウ		　1 都道府県
　2 市町村
　3 JOC又はJSPOの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPSA又はJPCの
　　 加盟競技団体
　5 大会組織委員会
　（大会開催の準備及び運営に関する事業
　　を目的として設立された法人） キョウギ		5億円		2/5		2億円
（※2） オクエン

						大会開催
準備事業
（※1） タイカイ カイサイ ジュンビ ジギョウ				1億円 オク エン		4/5		80,000千円 セン エン
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オリパラ(削除)







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ

Windowsユーザー: 事業終了のため削除						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 トウキョウ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ

						組織体制強化事業 ソシキ タイセイ キョウカ ジギョウ				　Tokyo 2020		－		10/10		－





基金

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク								助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ										助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						　1 JSPOの加盟団体
　（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。） セイ カメイ ダンタイ オヨ キョウカイ ノゾ カメイ キョウギ ダンタイ ノゾ										2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ								選手強化拠点等における選手強化活動に対して補助を行う活動　
ア　国内合宿　　イ　海外合宿　　ウ　チーム派遣　　エ　チーム招待
【対象競技】カバディ・クラッシュ・柔術・セパタクロー・eスポーツ タイ ホジョ オコナ カツドウ コクナイ ガッシュク タイショウ キョウギ ジュウジュツ										　JOC		9/10		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン

		エ　チーム招待 ショウタイ





		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国際的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の日本開催 コクサイテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ ニホン カイサイ						　1 JSPO　2 JOC　3 日レク　4 JPSA　5 1、2又は3の加盟団体
　6 法人格を有する4又はJPCの加盟団体
　7 1～6以外で、スポーツの振興を主たる目的とする法人										下限  1,500千円
上限 15,000千円 カゲン センエン ジョウゲン センエン				2/3		10,000千円 センエン



		イ　全国的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の開催 ゼンコクテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ カイサイ



		※実施する競技会、研究集会又は講習会ごとに1活動（1件）とします。



		　





																												助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ								助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

																												選手強化拠点等における選手強化活動　
ア　国内合宿
イ　海外合宿
ウ　チーム派遣
エ　チーム招待 センシュキョウカ キョテン トウ センシュキョウカ カツドウ				　1 JSPOの加盟団体（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体（愛知・名古屋2026アジア競技大会の実施
    競技を統括する団体を除く。）
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。）
　5 特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会								2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。















アスリート助成

				認定区分 ニンテイ クブン				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				オリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JOCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JOCのオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を
　　　通じて選手生活を継続することが見込まれる選手		2,400千円 セン エン

						JSCユースアスリート				900千円 セン エン

				パラリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JPCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JPCのパラリンピック強化指定選手
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回のパラリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて
　　　選手生活を継続することが見込まれる選手 カンケイ キョウギ ダンタイ キョウギ ウエ スイセン センシュ		2,400千円 セン エン











スケジュール

				助成事業年間スケジュール ジョセイジギョウ ネンカン



																 4/1 助成対象期間開始 ジョセイ タイショウ キカン カイシ

						11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月

						翌年度募集期間 ヨクネンド キカン

				　①交付対象事業の募集 コウフ タイショウ ジギョウ ボシュウ



				　②交付申請書の審査 コウフ シンセイ ショ シンサ

																4月中目途 チュウ モクト

				　③交付の決定（内定） コウフ ケッテイ ナイテイ												助成審査委員会の審議を経て、交付の決定（内定） ヘ



						7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月

						7月20日前後 ガツ ニチ ゼンゴ						10月20日前後

				　④状況報告書の提出 ジョウキョウ ホウコク ショ テイシュツ		第1四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク						第2四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク

												事業完了後30日以内又は4月10日のいずれか早い日 マタ ガツ ニチ ハヤ ヒ

				　⑤実績報告書の提出 ジッセキ ホウコク ショ テイシュツ



				　⑥実績報告書の審査 ジッセキ ホウコク ショ シンサ



				　⑦助成金の額の確定 ジョセイ キン ガク カクテイ																				助成金の精算・支払 ジョセイ キン シハラ





研さん活動助成

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下表参照 ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







研さん活動助成_見え消し

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下記表参照 ヒョウ ヒョウ



		　		（別　表）

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







競技強化

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の
下限額／上限額 ジョセイキン カゲン ガク ジョウゲン ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						JOCの加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				3/4

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン																なし

		エ　チーム招待 ショウタイ



		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　マネジメント機能強化 キノウ キョウカ						　1　JTL
　2　1の加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				―		定額 テイガク

		イ　研修会等開催 ケンシュウカイトウ カイサイ

		ウ　トップリーグ開催 カイサイ																なし

		エ　トップリーグ活性化活動 カッセイカ カツドウ









×_競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×競技力向上_見消



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ化促進支援事業 キョウカカツドウ カ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





×組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための「ビジョン」の明確化						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合の支援









競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						強化活動のＤＸ促進支援事業 キョウカカツドウ ソクシンシエンジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





組織基盤強化



				助成事業名 ジョセイ ジギョウメイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				①　レジリエントな経営基盤を確立するための中長期経営計画の明確化 チュウチョウキ ケイエイ ケイカク						　1　JOC
　2　JPSA
　3　JOC正加盟団体
　4　JPC加盟競技団体 セイカメイ ダンタイ カメイ キョウギダンタイ										なし				―		原則4/5 ゲンソク

				②　競技普及のための新たな取組の実施

				③　競技の多様な価値創出に向けた取組の実施

				④　組織運営をマネジメントする中核的な人材の育成・活用

				⑤　業務改革の更なる加速																なし

				⑥　競技団体間の連携・統合に向けた取組の実施 ム トリクミ ジッシ









寄附の方法

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　0704490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附の方法_見え消し

				ゆうちょ銀行振替口座 ギンコウ フリカエ コウザ		楽天銀行口座 ラクテン ギンコウ コウザ		PayPay銀行 ギンコウ		寄附金付き自動販売機 キフキン ツ ジドウハンバイキ

				専用の郵便振替用紙によりお振込みされる場合、
振込手数料は当センターが負担します。 センヨウ ユウビン フリカエ ヨウシ フリコ バアイ フリコミ テスウリョウ トウ フタン		楽天銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		PayPay銀行の口座をお持ちの方は、
振込手数料無料でお振込みができます。		国立大学法人や地方公共団体、スポーツ団体等の施設に寄附金付き自動販売機を設置していただき、その売り上げの一部をご寄附いただいております。 コクリツ ダイガク ホウジン チホウコウキョウダンタイ ダンタイ トウ シセツ キフキン ツ ジドウハンバイキ セッチ ウ ア イチブ キフ

				【口座番号】
　00110-0-539813
【口座名称】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　スポーツ振興基金 コウザ バンゴウ コウザ メイショウ シンコウ		【支店番号】
　211
【口座番号】
　7005804
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		【支店番号】
　001
【口座番号】
　07004490
【口座名義】
　独立行政法人日本スポーツ振興センター シテン バンゴウ コウザ バンゴウ コウザ メイギ		寄附金付き自動販売機の設置にご協力いただいている機関は、以下のとおりです。 キフ キン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ キョウリョク キカン イカ





寄附金

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												430台 ダイ







寄附金_見え消し

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（令和7年3月31日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												31台 ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												423430台 ダイ







支援企業

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		TOPPANホールディングス株式会社 カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





支援企業_見え消し

				■スポーツ振興基金支援企業（令和7年3月31日現在・50音順）

				アクサ生命保険株式会社		サントリーホールディングス株式会社		大成建設株式会社		西松建設株式会社		株式会社マルニファニシング

				朝日生命保険相互会社		三洋電機株式会社		太陽生命保険株式会社			ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社		ミズノ株式会社

				アサヒビール株式会社		株式会社JTB		第一生命保険株式会社		日本製鉄株式会社		株式会社みずほ銀行

				株式会社安藤・間		ジブラルタ生命保険株式会社		大同生命保険株式会社			日本生命保険相互会社		みずほ信託銀行株式会社

				株式会社大林組		清水建設株式会社		株式会社竹中工務店		パナソニック株式会社		株式会社三井住友銀行

				オリックス銀行株式会社		住友生命保険相互会社		T&Dフィナンシャル生命保険株式会社		富国生命保険相互会社		三井住友信託銀行株式会社

				鹿島建設株式会社		西武鉄道株式会社		東京海上日動火災保険株式会社		株式会社フジタ		株式会社三菱UFJ銀行

				株式会社熊谷組		ソニーグループ株式会社 カブシキ		戸田建設株式会社		株式会社フジテレビジョン		株式会社村田製作所

				株式会社鴻池組		損害保険ジャパン株式会社 カブシキガイシャ		凸版印刷株式会社TOPPANホールディングス株式会社 トッパン インサツ カブシキガイシャ カブシキガイシャ		前田建設工業株式会社		明治安田生命保険相互会社

				サッポロビール株式会社		大樹生命保険株式会社		トヨタ自動車株式会社		マニュライフ生命保険株式会社		株式会社りそな銀行





税制上の優遇措置

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他必要事項		「確定申告」が必要です。センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





税制上の優遇措置_見え消し

							所得税			相続税		法人税

				優遇措置の概要		年間所得の40パーセント％を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。		相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。		事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。

				根拠規定		所得税法施行令第217条第1項第1号		租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号		法人税法施行令第77条第1項第1号

				その他の必要事項		「確定申告」が必要です。当センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。 トウ		相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。		限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等にご確認ください。





×z被災地

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業
　スポーツこころのプロジェクト　笑顔の教室 ヒサイチ コ ココロ カツドウ トウ ジギョウ		　JSPO		当該年度 トウガイ ネンド		200,000千円		10/10		200,000千円





×卓越した活動

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者										定額







×卓越した活動（詳細）

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者で、次のいずれにも該当する者
（１）スポーツ活動を行う計画を有する者は、原則として当該スポーツ活動を行うために設けられたチームであること。なお、個人であっても対象となりうるものであること。
（２）当該スポーツ活動について、その成功が相当程度見込まれうる専門的な知識、高度な技術、豊富な経験等を有する者であること。
（３）（１）のチームは、原則として日本人で構成されているものであること。なお、日本人以外の者が当該チームの構成員として加わる場合にあっては、日本人が当該活動の主体であるチームに限るものであること。また、個人にあっては日本人に限るものであること。
（４）（１）のチームは、営利を目的とするものではないこと。										定額
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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くじ助成



		助成区分 ジョセイ クブン		助成事業の内容 ジョセイ ジギョウ ナイヨウ						助成対象者
（地方公共団体又は非営利のスポーツ団体） ジョセイ タイショウシャ		23助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		24助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		助成対象基準等 ジョセイ タイショウ キジュン トウ		助成対象経費の合計額の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゴウケイ ガク ゲンド ガク		助成金の額の限度額 ジョセイキン ガク ゲンド ガク

		地域スポーツ施設
整備助成 チイキ シセツ セイビ ジョセイ		クラブハウス
整備事業 セイビ ジギョウ		新築 シンチク				１ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 市町村が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 法人格を有する指定都市体育協会
４ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ シ チョウソン トクベツク フク イカ オナ ダンタイ		4/5		4/5		・延床面積100㎡以上
・クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室（会議室を兼ねる場合は除く。）、更衣室、用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託児室、便所、その他クラブハウスに必要な諸室を含めることができるものとする。 ヒツヨウ シツ カンリ ジムシツ カイギシツ ダンワシツ カイギシツ カ バアイ ノゾ コウイシツ ヨウグ シツ タモクテキ ウンドウ シツ シツ タクジシツ ベンジョ タ ヒツヨウ ショ シツ フク		75,000千円
(250千円×延床面積のどちらか低い額) セン エン センエン ノ ユカメンセキ ヒク ガク		60,000千円

						改造 カイゾウ						3/4		3/4				15,000千円 セン エン		11,250千円

				グラウンド
芝生化事業 シバフ カ ジギョウ		芝生化新設事業 シバフカ シンセツ ジギョウ		天然芝生化新設事業 テンネンシバ		１ 都道府県　
２ 市町村
３ 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出
　 したスポーツ団体
４ 法人格を有する都道府県体育協会及び
　 指定都市体育協会
５ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ モ シチョウソン ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ オヨ		4/5		4/5		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合は同一施設とみなす。 チイキ シセツ ドウイツ モクテキ シヨウ リンセツ バアイ ドウイツ シセツ		60,000千円		48,000千円

								人工芝生化新設事業 ジンコウシバ

						芝生化改設事業 シバフカ カイ セツ ジギョウ		天然芝生化改設事業 テンネンシバ カイセツ				3/4		3/4		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合であっても区分ごとの助成は可能。 チイキ シセツ クブン ジョセイ カノウ		40,000千円 センエン		30,000千円 センエン

								人工芝生化改設事業 ジンコウシバ カイセツ

						天然芝維持活動 テンネン シバ イジ カツドウ						2/3		2/3		・H22-24年度において天然芝生化新設事業を実施した施設に限る。
・助成初年度から継続3か年を限度とする。 ネンド テンネン シバフ カ シンセツ ジギョウ ジッシ シセツ カギ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ゲンド		2,000千円 センエン		1,333千円 センエン

				スポーツ施設等
整備事業		屋外夜間照明施設整備
スポーツ競技施設の整備
スポーツ競技施設等の整備						2/3		2/3		・屋外夜間照明については、照明面積1,000㎡以上、地上面平均照度100ルックス以上
・地方公共団体が学校に設置するものは対象外（安全安心な学校づくり交付金の対象）
・競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室等を含む整備（1,000万円以上の事業に限る。）
・競技を安全に実施するための設備（防球フェンス等）の設置
・地方公共団体において安全安心な学校づくり交付金の対象となる施設に該当する場合は対象外 キョウギ ジッシ チョクセツ ヒツヨウ オヨ フタイ セツビ セイビ コクサイ ユウチ トモナ ショ シツ トウ フク マンエン イジョウ ジギョウ カギ キョウギ アンゼン ジッシ セツビ ボウ キュウ トウ セッチ		10,000千円～30,000千円

国際スポーツキャンプの誘致に伴う
トイレ等諸室の整備を行う場合
10,000千円～30,000千円		6,666千円～20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する諸室の整備 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ ショ シツ セイビ										・学校開放事業によるスポーツ活動に供するシャワー室、更衣室、トイレ等諸室の新設または改造
 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ シツ コウイシツ トウ ショ シツ シンセツ カイゾウ

						スポーツ競技施設の大規模改修等 キョウギ シセツ ダイキボ カイシュウ トウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費の合計額3,000万円以上
・老朽化したスポーツ競技施設（建築後20年）の競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・スポーツ競技施設の高機能化のために競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備を改造するもの マン エン イジョウ ロウキュウカ キョウギ シセツ ケンチク ゴ ネン キョウギ シセツ コウキノウカ カイゾウ		30,000千円～150,000千円 センエン センエン		20,000千円～100,000千円 センエン

		総合型地域スポーツ
クラブ活動助成 ソウゴウガタ チイキ カツドウ ジョセイ		 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ シエン ジギョウ						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 コウ ザイ		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・設立準備組織が行う総合型クラブ創設活動に対する補助を対象とする セツリツ ジュンビ ソシキ オコナ ソウゴウガタ ソウセツ カツドウ タイ ホジョ タイショウ		1,200千円		1,080千円

				 総合型地域スポーツクラブ創設事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ ジギョウ						市町村						・対象経費の合計額400千円以上
・総合型クラブの創設に係る活動（事業の全部を委託する場合は対象外。） ソウゴウガタ ソウセツ カカ カツドウ ジギョウ ゼンブ イタク バアイ タイショウガイ

				 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ ジリツ シエン ジギョウ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネンド						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） ネンカン ツウ テイキテキ ウンドウ カツドウ ジョセイ ネンド メ シュモク イジョウ ネンド メ イコウ シュモク イジョウ ジッシ コヨウ チンギン		4,000千円 センエン		3,600千円　

				 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ カツドウ キバン キョウカ ジギョウ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・対象経費の合計額1,000千円以上　※スポーツ活動推進事業との重複申請不可
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） シンセイ コヨウ チンギン

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで） ソウゴウガタ チイキ セッチ シエン ジギョウ						１　市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 シチョウソン		9/10		9/10		・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。 フク タイショウ バアイ セイ ユウシカクシャ トウ セイ		4,596千円
マネジャー（正）220千円/月
マネジャー（副）163千円/月 セイ センエン ツキ フク センエン ツキ		4,136千円

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
（助成初年度から継続５か年度まで。及び５か年度経過後の引き続き３か年度。について助成対象に追加。この場合、助成条件を厳格化。） ソウゴウガタ チイキ セッチ ジギョウ オヨ ネンド ケイカゴ ヒ ツヅ ネンド ジョセイ タイショウ ツイカ バアイ ジョセイ ジョウケン ゲンカクカ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・５か年度目以内のクラブは、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。
・５か年度経過後は、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー、日レク公認クラブコーディネータ、クラブ協会公認上級クラブマネジャーの資格を有し、従事年数３年以上、ＣＭ（副）について、日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等で従事年数１年以上の者であること。また、年間を通じて定期的に行う運動スポーツ種目が３種目以上、自己財源率が原則50％以上であること。　※スポーツ活動推進事業（スポーツ団体スポーツ活動助成）との重複不可 セッチ ネンド メ イナイ セイ セイ ニッタイキョウ コウニン ニチ コウニン キョウカイ コウニン ジョウキュウ シカク ユウ ジュウジ ネンスウ ネンイジョウ フク ヨウセイ コウシュウカイ センモン カモク ジュコウ シュウリョウシャ トウ ジュウジ ネンスウ ネン イジョウ モノ ジコ ザイゲン リツ ゲンソク イジョウ

				 広域スポーツセンター指導者派遣等事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業（仮称） ソウゴウガタ チイキ イクセイ シエン ジギョウ カショウ						１ 都道府県　
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 ダンタイ		9/10		9/10		・広域スポーツセンターへの専任指導者（総合型地域スポーツクラブアドバイザー）の設置・派遣（域内の総合型地域スポーツクラブの運営に関する指導・助言及び情報の収集・提供）
・スポーツプログラマー、種目別指導者の配置・派遣
・総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会の開催等、総合型クラブの育成を推進する事業
・総合型クラブ交流事業の開催等総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の開催等、総合型クラブ間の連携を推進する事業
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） コウイキ センニン シドウシャ ソウゴウガタ チイキ セッチ ハケン イキナイ ソウゴウガタ チイキ ウンエイ カン シドウ ジョゲン オヨ ジョウホウ シュウシュウ テイキョウ シュモクベツ シドウシャ ハイチ ハケン ソウゴウガタ チイキ ヨウセイ コウシュウカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ イクセイ スイシン ジギョウ ソウゴウガタ コウリュウ ジギョウ カイサイナド ソウゴウガタ チイキ レンラク キョウギカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ アイダ レンケイ スイシン ジギョウ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

		地方公共団体
スポーツ活動助成 チホウ コウキョウ ダンタイ カツドウ ジョセイ		地域スポーツ
活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催（国際スポーツ交流受入事業等を含む） キョウシツ タイカイ トウ カイサイ コクサイ コウリュウ ウケイレ ジギョウ トウ フク				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ		都道府県及び指定都市　15,000千円
指定都市以外の市町村   10,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン		都道府県及び指定都市　12,000千円
指定都市以外の市町村   8,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、750千円以上、同一事業の助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ドウイツ ジギョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						大型スポーツ用品設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・地域スポーツ施設に設置する大型のスポーツ用品（１個・組・セット１００万円以上）の購入 チイキ シセツ セッチ オオガタ ヨウヒン コウニュウ		7,500千円 センエン		6,000千円 センエン

				 国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ						都道府県		3/4		3/4		・競技会開催に直接必要な経費の市町村等への間接助成 キョウギ カイ カイサイ チョクセツ ヒツヨウ ケイヒ シチョウソントウ カンセツ ジョセイ		150,000千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン キョウギカイ ゴウケイ		112,500千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン

		将来性を有する
競技者の発掘育成
活動助成 ショウライセイ ユウ キョウギシャ ハックツ イクセイ カツドウ ジョセイ		タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカン シドウ イクセイ ジギョウ						１ （公財）日本オリンピック委員会
２ （公財）日本オリンピック委員会の加盟競技団体
３ 日本トップリーグ連携機構の加盟団体
４ (社)日本プロサッカーリーグ ザイ ニホン イインカイ カメイ キョウギ ニホン レンケイ キコウ カメイ ダンタイ シャ ニホン		3/4		4/5		・JOCアスリートプログラム又はNF競技者育成プログラムに基づく定期的・継続的な競技者の発掘育成事業
・チーム単位で競うスポーツの国内における最高峰のリーグを運営する団体が行うジュニア選手（概ね18歳以下)の育成を目的とした下部リーグの開催 マタ キョウギシャ イクセイ モト テイキテキ ケイゾクテキ キョウギシャ ハックツ イクセイ ジギョウ タンイ キソ コクナイ サイコウホウ ウンエイ ダンタイ オコナ センシュ オオム サイ イカ イクセイ モクテキ カブ カイサイ		上限なし
※助成対象経費限度額の設定について検討中 ジョウゲン ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンドガク セッテイ ケントウチュウ		上限なし ジョウゲン

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ ジギョウ						１ 都道府県
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ						・都道府県等が競技者の身体・運動特性に基づくタレント発掘事業（特定の競技種目特性により発掘するものを除く。）
・発掘後の育成は、世界で活躍できる選手を目指してＮＦが行う一貫指導へと継承させるものであること。
・国立スポーツ科学センターや高等教育機関の支援を受けて実施するものを優先とする。 トドウフケン トウ モト ジギョウ トクテイ キョウギ シュモク ハックツ ノゾ ハックツゴ イクセイ セカイ カツヤク センシュ メザ コクリツ カガク コウトウ キョウイク キカン シエン ウ ジッシ ユウセン		上限なし ジョウゲン		上限なし ジョウゲン

		スポーツ団体
スポーツ活動助成 ダンタイ カツドウ ジョセイ		スポーツ活動
推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１、２又は３の加盟団体
６　１～４以外で、スポーツ振興を主たる目的
　とする法人 イインカイ マタ カメイ ダンタイ シンコウ シュ モクテキ ホウジン		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ										・対象経費合計額は、750千円以上、助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						マイクロバスの設置 セッチ						4/5		4/5		・スポーツ活動拠点等への移動に用いるマイクロバスの購入　※助成事業者と助成金交付契約を締結
・車両本体価格（標準装備を含む。）、統一ラッピング費用　※諸経費、ランニングコストは対象外 カツドウ キョテン トウ イドウ モチ コウニュウ ジョセイ ジギョウシャ ジョセイキン コウフ ケイヤク テイケツ シャリョウ ホンタイ カカク ヒョウジュン ソウビ フク トウイツ ヒヨウ ショケイヒ タイショウガイ		5,000千円 センエン		4,000千円 センエン

				ドーピング検査
推進事業
 ケンサ スイシン ジギョウ		ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ				（公財）日本アンチ・ドーピング機構		9/10		9/10		・ドーピング検査に必要な分析機器の整備に関する事業
・ドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関する事業 ケンサ ヒツヨウ ブンセキ キキ セイビ カン ジギョウ		上限なし		上限なし

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
４　３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体
５　４以外でスポーツの競技を統括する団体						ア　国内で行われる競技会に係る検査
イ　国際競技大会派遣前検査及び随時検査 コクナイ オコナ キョウギカイ カカ ケンサ コクサイ キョウギ タイカイ ハケン マエ ケンサ オヨ ズイジ ケンサ

						 ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構						・ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成し、国内の関係者（加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等）に提供 ボウシ カン カクシュ コクサイ カイギ トウ エ ジョウホウ ショウサイ カン インサツブツ トウ サクセイ コクナイ カンケイシャ カメイ ダンタイ キョウギシャ ケンサイン トウ テイキョウ

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ トウ ジギョウ						 （一財）日本スポーツ仲裁機構 イチ ザイ ニホン チュウサイ キコウ		9/10		9/10		・スポーツに関する仲裁等の実施（一般管理費は対象外） カン チュウサイ トウ ジッシ イッパン カンリヒ タイショウガイ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

				スポーツ指導者
海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ		スポーツ指導者等海外研修 シドウシャ トウ カイガイ ケンシュウ				（公財）日本体育協会		4/5		4/5		・海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調査・体験を中心に研修 カイガイ チイキ キバン ソシキ ジッタイ シドウホウ カツドウ チョウサ タイケン チュウシン ケンシュウ		上限なし		上限なし

						若手スポーツ指導者長期在外研修 ワカテ シドウシャ チョウキ ザイガイ ケンシュウ				（公財）日本オリンピック委員会						・研修A（２年以内）、研修B（１年以内） ケンシュウ ネン イナイ ケンシュウ ネン イナイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ		国際交流推進スタッフ育成事業 コクサイ コウリュウ スイシン イクセイ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１又は２の加盟競技団体 マタ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・派遣対象者は、国外に所在するＩＦ・ＡＦ若しくは国際競技大会組織委員会又は外国ＮＦの職員として従事する者、外国ＮＦのコーチとして従事する者、外国スポーツ団体が主催するシーズン制公式戦の審判員、外国においてスポーツに関する医療・医学に従事する医師とする。
・原則、１年間、1団体につき１名とする。 ハケン タイショウシャ コクガイ ショザイ モ コクサイ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ マタ ガイコク ショクイン ジュウジ モノ ガイコク ジュウジ モノ ガイコク ダンタイ シュサイ セイ コウシキセン シンパンイン ガイコク カン イリョウ イガク ジュウジ イシ ゲンソク ネンカン ダンタイ メイ		上限なし		上限なし

						競技力向上のためのマネジメント機能強化事業 キョウギリョク コウジョウ キノウ キョウカ ジギョウ				１　（公財）日本オリンピック委員会
２　１の加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・原則オリンピック開催年まで継続し、従事対象者は６５歳以下であること。
・諸外国チームとの対外試合の交渉等、競技力向上事業のマネジメント機能を強化するスタッフの設置（１団体につき１名を限度とする。）
・助成対象者にJOCを追加　※NTC専任ダイレクター3名（Nコーチ、エリートA。国際人養成P）
　※22'JOC補助から一般財源化 ゲンソク カイサイ ネン ケイゾク ジュウジ タイショウシャ サイ イカ ショガイコク タイガイ ジアイ コウショウ トウ キョウギリョク コウジョウ ジギョウ キノウ キョウカ セッチ ジョセイ タイショウシャ ツイカ センニン メイ コクサイジン ヨウセイ ホジョ イッパン ザイゲンカ		月額770千円（年額9,240千円） ゲツガク セン エン ネンガク センエン		月額577千円（年額6,930千円）

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ １～４のいずれかの加盟競技団体 ザイ ニホン ショウガイシャ キョウカイ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・国内競技団体（ＮＦ）を統括する団体が行う加盟ＮＦのガバナンスに関する法律・経営面についての指導・助言、研修会の実施
・国内競技団体（ＮＦ）が行うガバナンスに関する法律・経営に関する専門家の配置等（紛争解決手続きの整備及びその公表・周知を行った団体のみ対象） コクナイ キョウギ ダンタイ トウカツ ダンタイ オコナ カメイ カン ホウリツ ケイエイ メン シドウ ジョゲン ケンシュウカイ ジッシ コクナイ キョウギ ダンタイ オコナ カン ホウリツ ケイエイ カン ハイチ トウ		統括団体 8,000千円
加盟ＮＦ　1,200千円 トウカツ ダンタイ センエン カメイ センエン		統括団体   6,000千円
加盟ＮＦ       900千円 カメイ センエン

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ						１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
６ １又は２の加盟競技団体 ザイ		2/3		2/3		・国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集するスポーツに関する国際会議を開催する事業
・４月１日～６月３０日の間に開会する会議については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。） コクサイ ダンタイ マタ ショガイコク ダンタイ コウセイイン コウシキ サンシュウ カン コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ カイギ カイサイ ジュンビ ジギョウ バアイ カイサイ ネンド ハンガク		75,000千円 セン エン		50,000千円 センエン

		国際競技大会開催助成 コクサイ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ				ア オリンピック（冬季）競技大会
イ アジア（冬季）競技大会
ウ ユニバーシアード（冬季）競技大会
エ 予選大会を含む参加国数が３０カ国以上又は
    開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会 トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ サンカコク スウ コク イジョウ マタ カイサイ ジギョウヒ オク センマンエン イジョウ コクサイ キョウギ タイカイ				１ 都道府県
２ 市町村
３  (公財)日本オリンピック委員会又は(公財)日本体育協会の加盟競技団体
４ 大会組織委員会（大会開催の準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人） キョウギ		1/5		1/5		・４月１日～６月３０日の間に開会する大会については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。）
・総合競技大会及び閣議了解のある競技大会については、開催決定年度以降に係る開催準備の基幹的な経費についても対象とすることができる。
・閣議了解のある競技大会については、必要に応じて大会開催年度の翌年度以降においても助成を行うことができる。 ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ カイカイ タイカイ ゼンネン ド カイサイ ジュンビ ジギョウ ハンガク ジョセイ カ ソウゴウ キョウギ タイカイ オヨ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ カイサイ ケッテイ ネンド イコウ カカ カイサイ ジュンビ キカンテキ ケイヒ タイショウ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ ヒツヨウ オウ タイカイ カイサイ ネンド ヨクネン ド イコウ ジョセイ オコナ		10億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ チョウセイ ベツ サダ		2億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン ベツ

		大規模スポーツ施設
整備助成 ダイキボ シセツ セイビ ジョセイ		Jリーグホームスタジアム等整備事業 トウ セイビ ジギョウ				改修・改造		１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン		3/4		3/4		・スポーツ振興投票実施試合会場（助成年度におけるJ1,J2加盟チームのホーム及び準ホームスタジアム）の改修又は改造　※敷地内の動線、駐車場等についても対象。付加価値化に伴うものは対象外。
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、芝刈り機等）についても対象とする。 カイシュウ マタ カイゾウ ドウセン チュウシャジョウ トウ タイショウ フカ カチ カ トモナ タイショウガイ コウジ フタイ ケイソク キキ アンゼン セツビ シバカ キ トウ		12億円
（3か年度合計） オクエン ネンド ゴウケイ		9億円
（3か年度合計） オクエン ゴウケイ

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギ カイジョウ セイビ ジギョウ				改修・改造 カイシュウ カイゾウ								・国民体育大会冬季大会の開催が決定、内定、順序了解した都道府県において競技会場に選定された施設の改修又は改造
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、整氷車、降雪機等）についても対象とする。 ケッテイ ジュンジョ リョウカイ トドウフケン キョウギ カイジョウ センテイ シセツ カイシュウ マタ カイゾウ コウジ フタイ ジョウセツ ケイソク キキ アンゼン セツビ ヒトシ コオリ クルマ コウセツキ トウ		6億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ		4.5億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ
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略称表記UNIVASあり

		本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

		JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

		JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

		JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

		日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

		JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

		JPC		日本パラリンピック委員会		UNIVAS		一般社団法人大学スポーツ協会









大規模施設







				助成対象事業 タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費
の限度額		助成割合		助成金の
限度額

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業				改修・改造		　1 都道府県
　2 市町村（特別地方公共団体
　　を含む。以下同じ。） トクベツ チホウ コウキョウ ダンタイ フク イカ オナ		1開催年度当たり
7億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン		3/4		1開催年度当たり
5.25億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン









施設

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円





総合型

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　  400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　  400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　0,750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





地方ソフト







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				地域スポーツ活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 都道府県
　2 市町村		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ ホストタウン国際交流 コクサイ コウリュウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						オ 大型スポーツ用品の設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				上限　　7,500千円 ジョウゲン センエン				6,000千円 センエン

				国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業
（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会） コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ キョウギカイ キョウギカイ				　都道府県 トドウフケン		上限　150,000千円 ジョウゲン センエン		3/4		112,500千円 センエン







																		（別　表） ベツ ヒョウ

																						助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

																		地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ カカ スベ ジギョウ ゴウケイガク

																				都道府県又は指定都市		15,000		千円 センエン		12,000		千円 センエン

																				指定都市を除く市町村		10,000		千円 センエン		8,000		千円 センエン





発掘育成







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成 ハックツ イッカンシドウ イクセイ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト①







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 1、2又は3の加盟団体
　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①別表



				別表 ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県体育・スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 J-Fairness　　6 4の加盟団体 カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン				13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		75,000千円 センエン		4/5		60,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト②別表



				別表 ベツ ヒョウ

								助成対象経費の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ

						1～6に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		8,000千円 センエン		6,000千円 セン エン

						7、8に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		1,200千円 セン エン		0,900千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




国際大会



				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ア オリンピック競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
イ アジア競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
ウ ワールドユニバーシティゲームズ
　（冬季競技大会を含む。）
エ 国際的な規模を有するスポーツの競技大会で、
　次に掲げる基準のいずれかに適合するもの
　 （ア）参加国数（予選大会があるものについては、
　　　　予選大会の参加国数）が30か国以上であるもの
   （イ) 開催事業費が2億5千万円以上であるもの キョウギ タイカイ トウキ キョウギ フク キョウギ タイカイ		大会開催
事業 タイカイ カイサイ ジギョウ		　1 都道府県
　2 市町村
　3 JOC又はJSPOの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPSA又はJPCの
　　 加盟競技団体
　5 大会組織委員会
　（大会開催の準備及び運営に関する事業
　　を目的として設立された法人） キョウギ		5億円		2/5		2億円
（※2） オクエン

						大会開催
準備事業
（※1） タイカイ カイサイ ジュンビ ジギョウ				1億円 オク エン		4/5		80,000千円 セン エン































































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




オリパラ







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 トウキョウ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ

						組織体制強化事業 ソシキ タイセイ キョウカ ジギョウ				　Tokyo 2020		－		10/10		－





基金

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						　1 JSPOの加盟団体
　（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。） セイ カメイ ダンタイ オヨ キョウカイ ノゾ カメイ キョウギ ダンタイ ノゾ										2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン

		エ　チーム招待 ショウタイ





		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国際的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の日本開催 コクサイテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ ニホン カイサイ						　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 1、2又は3の加盟団体
　6 法人格を有する4又はJPCの加盟団体
　7 1～6以外で、スポーツの振興を主たる目的とする法人										下限  1,500千円
上限 15,000千円 カゲン センエン ジョウゲン センエン				2/3		10,000千円 センエン



		イ　全国的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の開催 ゼンコクテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ カイサイ



		※実施する競技会、研究集会又は講習会ごとに1活動（1件）とします。







アスリート助成

				認定区分 ニンテイ クブン				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				オリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JOCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JOCのオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を
　　　通じて選手生活を継続することが見込まれる選手		2,400千円 セン エン

						JSCユースアスリート				900千円 セン エン

				パラリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JPCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JPCのパラリンピック強化指定選手
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回のパラリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて
　　　選手生活を継続することが見込まれる選手 カンケイ キョウギ ダンタイ キョウギ ウエ スイセン センシュ		2,400千円 セン エン











研さん活動助成

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下記参照



		　能力育成教育の助成対象経費限度額 ノウリョク イクセイ キョウイク ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ		ハイパフォーマンスディレクター等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						コーチ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ設置事業 セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





スケジュール

				助成事業年間スケジュール ジョセイジギョウ ネンカン



																 4/1 助成対象期間開始 ジョセイ タイショウ キカン カイシ

						11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月

						翌年度募集期間 ヨクネンド キカン

				　①交付対象事業の募集 コウフ タイショウ ジギョウ ボシュウ



				　②交付申請書の審査 コウフ シンセイ ショ シンサ

																4月中目途 チュウ モクト

				　③交付の決定（内定） コウフ ケッテイ ナイテイ												助成審査委員会の審議を経て、交付の決定（内定） ヘ



						7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月

						7月20日前後 ガツ ニチ ゼンゴ						10月20日前後

				　④状況報告書の提出 ジョウキョウ ホウコク ショ テイシュツ		第1四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク						第2四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク

												事業完了後30日以内又は4月10日のいずれか早い日 マタ ガツ ニチ ハヤ ヒ

				　⑤実績報告書の提出 ジッセキ ホウコク ショ テイシュツ



				　⑥実績報告書の審査 ジッセキ ホウコク ショ シンサ



				　⑦助成金の額の確定 ジョセイ キン ガク カクテイ																				助成金の精算・支払 ジョセイ キン シハラ





寄附金

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（平成２９年９月３０日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												４４台   ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												２２１台   ダイ







×z被災地

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業
　スポーツこころのプロジェクト　笑顔の教室 ヒサイチ コ ココロ カツドウ トウ ジギョウ		　JSPO		当該年度 トウガイ ネンド		200,000千円		10/10		200,000千円





×卓越した活動

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者										定額







×卓越した活動（詳細）

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者で、次のいずれにも該当する者
（１）スポーツ活動を行う計画を有する者は、原則として当該スポーツ活動を行うために設けられたチームであること。なお、個人であっても対象となりうるものであること。
（２）当該スポーツ活動について、その成功が相当程度見込まれうる専門的な知識、高度な技術、豊富な経験等を有する者であること。
（３）（１）のチームは、原則として日本人で構成されているものであること。なお、日本人以外の者が当該チームの構成員として加わる場合にあっては、日本人が当該活動の主体であるチームに限るものであること。また、個人にあっては日本人に限るものであること。
（４）（１）のチームは、営利を目的とするものではないこと。										定額







重点

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の
下限額／上限額 ジョセイキン カゲン ガク ジョウゲン ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						JOCの加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				3/4

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン																なし

		エ　チーム招待 ショウタイ



		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　マネジメント機能強化 キノウ キョウカ						　1　JTL
　2　1の加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				―		定額 テイガク

		イ　研修会等開催 ケンシュウカイトウ カイサイ

		ウ　トップリーグ開催 カイサイ																なし

		エ　トップリーグ活性化活動 カッセイカ カツドウ









image1.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image2.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円




image3.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円




image4.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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くじ助成



		助成区分 ジョセイ クブン		助成事業の内容 ジョセイ ジギョウ ナイヨウ						助成対象者
（地方公共団体又は非営利のスポーツ団体） ジョセイ タイショウシャ		23助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		24助成
率相当 ジョセイ リツ ソウトウ		助成対象基準等 ジョセイ タイショウ キジュン トウ		助成対象経費の合計額の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゴウケイ ガク ゲンド ガク		助成金の額の限度額 ジョセイキン ガク ゲンド ガク

		地域スポーツ施設
整備助成 チイキ シセツ セイビ ジョセイ		クラブハウス
整備事業 セイビ ジギョウ		新築 シンチク				１ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 市町村が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 法人格を有する指定都市体育協会
４ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ シ チョウソン トクベツク フク イカ オナ ダンタイ		4/5		4/5		・延床面積100㎡以上
・クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室（会議室を兼ねる場合は除く。）、更衣室、用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託児室、便所、その他クラブハウスに必要な諸室を含めることができるものとする。 ヒツヨウ シツ カンリ ジムシツ カイギシツ ダンワシツ カイギシツ カ バアイ ノゾ コウイシツ ヨウグ シツ タモクテキ ウンドウ シツ シツ タクジシツ ベンジョ タ ヒツヨウ ショ シツ フク		75,000千円
(250千円×延床面積のどちらか低い額) セン エン センエン ノ ユカメンセキ ヒク ガク		60,000千円

						改造 カイゾウ						3/4		3/4				15,000千円 セン エン		11,250千円

				グラウンド
芝生化事業 シバフ カ ジギョウ		芝生化新設事業 シバフカ シンセツ ジギョウ		天然芝生化新設事業 テンネンシバ		１ 都道府県　
２ 市町村
３ 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出
　 したスポーツ団体
４ 法人格を有する都道府県体育協会及び
　 指定都市体育協会
５ 法人格を有する総合型地域スポーツクラブ モ シチョウソン ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ オヨ		4/5		4/5		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合は同一施設とみなす。 チイキ シセツ ドウイツ モクテキ シヨウ リンセツ バアイ ドウイツ シセツ		60,000千円		48,000千円

								人工芝生化新設事業 ジンコウシバ

						芝生化改設事業 シバフカ カイ セツ ジギョウ		天然芝生化改設事業 テンネンシバ カイセツ				3/4		3/4		・整備面積4,000㎡以上の地域スポーツ施設、学校開放事業におけるスポーツ活動に供する学校のグラウンド
・同一の目的で使用できるグラウンドが隣接している場合であっても区分ごとの助成は可能。 チイキ シセツ クブン ジョセイ カノウ		40,000千円 センエン		30,000千円 センエン

								人工芝生化改設事業 ジンコウシバ カイセツ

						天然芝維持活動 テンネン シバ イジ カツドウ						2/3		2/3		・H22-24年度において天然芝生化新設事業を実施した施設に限る。
・助成初年度から継続3か年を限度とする。 ネンド テンネン シバフ カ シンセツ ジギョウ ジッシ シセツ カギ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ゲンド		2,000千円 センエン		1,333千円 センエン

				スポーツ施設等
整備事業		屋外夜間照明施設整備
スポーツ競技施設の整備
スポーツ競技施設等の整備						2/3		2/3		・屋外夜間照明については、照明面積1,000㎡以上、地上面平均照度100ルックス以上
・地方公共団体が学校に設置するものは対象外（安全安心な学校づくり交付金の対象）
・競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室等を含む整備（1,000万円以上の事業に限る。）
・競技を安全に実施するための設備（防球フェンス等）の設置
・地方公共団体において安全安心な学校づくり交付金の対象となる施設に該当する場合は対象外 キョウギ ジッシ チョクセツ ヒツヨウ オヨ フタイ セツビ セイビ コクサイ ユウチ トモナ ショ シツ トウ フク マンエン イジョウ ジギョウ カギ キョウギ アンゼン ジッシ セツビ ボウ キュウ トウ セッチ		10,000千円～30,000千円

国際スポーツキャンプの誘致に伴う
トイレ等諸室の整備を行う場合
10,000千円～30,000千円		6,666千円～20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する諸室の整備 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ ショ シツ セイビ										・学校開放事業によるスポーツ活動に供するシャワー室、更衣室、トイレ等諸室の新設または改造
 ガッコウ カイホウ ジギョウ カツドウ キョウ シツ コウイシツ トウ ショ シツ シンセツ カイゾウ

						スポーツ競技施設の大規模改修等 キョウギ シセツ ダイキボ カイシュウ トウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費の合計額3,000万円以上
・老朽化したスポーツ競技施設（建築後20年）の競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備の整備
・スポーツ競技施設の高機能化のために競技の実施に直接必要なスペース及び付帯設備を改造するもの マン エン イジョウ ロウキュウカ キョウギ シセツ ケンチク ゴ ネン キョウギ シセツ コウキノウカ カイゾウ		30,000千円～150,000千円 センエン センエン		20,000千円～100,000千円 センエン

		総合型地域スポーツ
クラブ活動助成 ソウゴウガタ チイキ カツドウ ジョセイ		 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ シエン ジギョウ						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 コウ ザイ		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・設立準備組織が行う総合型クラブ創設活動に対する補助を対象とする セツリツ ジュンビ ソシキ オコナ ソウゴウガタ ソウセツ カツドウ タイ ホジョ タイショウ		1,200千円		1,080千円

				 総合型地域スポーツクラブ創設事業
（助成初年度から継続２か年度又は設立日のいずれか早い日まで） ソウゴウガタ チイキ ソウセツ ジギョウ						市町村						・対象経費の合計額400千円以上
・総合型クラブの創設に係る活動（事業の全部を委託する場合は対象外。） ソウゴウガタ ソウセツ カカ カツドウ ジギョウ ゼンブ イタク バアイ タイショウガイ

				 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ ジリツ シエン ジギョウ ジョセイ ショネンド ケイゾク ネンド						１ 市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会		9/10		9/10		・対象経費の合計額400千円以上
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） ネンカン ツウ テイキテキ ウンドウ カツドウ ジョセイ ネンド メ シュモク イジョウ ネンド メ イコウ シュモク イジョウ ジッシ コヨウ チンギン		4,000千円 センエン		3,600千円　

				 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
（助成初年度から継続５か年度まで）
 ソウゴウガタ チイキ カツドウ キバン キョウカ ジギョウ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・対象経費の合計額1,000千円以上　※スポーツ活動推進事業との重複申請不可
・年間を通じた定期的な運動・スポーツ活動を助成３か年度目までは２種目以上、４か年度目以降は３種目以上実施
・有資格者等のクラブマネジャーを原則有償で設置（雇用）していること。
・対象経費の一部限定（賃金、会議費、通信費、スポーツ用具費以外の消耗品費などを対象外に） シンセイ コヨウ チンギン

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
（助成初年度から継続５か年度まで） ソウゴウガタ チイキ セッチ シエン ジギョウ						１　市町村
２ （公財）日本体育協会
３ （公財）日本レクリエーション協会 シチョウソン		9/10		9/10		・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。 フク タイショウ バアイ セイ ユウシカクシャ トウ セイ		4,596千円
マネジャー（正）220千円/月
マネジャー（副）163千円/月 セイ センエン ツキ フク センエン ツキ		4,136千円

				 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
（助成初年度から継続５か年度まで。及び５か年度経過後の引き続き３か年度。について助成対象に追加。この場合、助成条件を厳格化。） ソウゴウガタ チイキ セッチ ジギョウ オヨ ネンド ケイカゴ ヒ ツヅ ネンド ジョセイ タイショウ ツイカ バアイ ジョセイ ジョウケン ゲンカクカ						法人格を有する総合型地域スポーツクラブ						・有資格者等のクラブマネジャー（ＣＭ）（正）（副）の設置（各１名まで）※CM（副）のみ対象とする場合においては、CM（正）は有資格者等であること。
・５か年度目以内のクラブは、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等であること。
・５か年度経過後は、ＣＭ（正）について日体協公認アシスタントマネジャー、日レク公認クラブコーディネータ、クラブ協会公認上級クラブマネジャーの資格を有し、従事年数３年以上、ＣＭ（副）について、日体協公認アシスタントマネジャー養成講習会専門科目受講修了者等で従事年数１年以上の者であること。また、年間を通じて定期的に行う運動スポーツ種目が３種目以上、自己財源率が原則50％以上であること。　※スポーツ活動推進事業（スポーツ団体スポーツ活動助成）との重複不可 セッチ ネンド メ イナイ セイ セイ ニッタイキョウ コウニン ニチ コウニン キョウカイ コウニン ジョウキュウ シカク ユウ ジュウジ ネンスウ ネンイジョウ フク ヨウセイ コウシュウカイ センモン カモク ジュコウ シュウリョウシャ トウ ジュウジ ネンスウ ネン イジョウ モノ ジコ ザイゲン リツ ゲンソク イジョウ

				 広域スポーツセンター指導者派遣等事業
総合型地域スポーツクラブ育成支援事業（仮称） ソウゴウガタ チイキ イクセイ シエン ジギョウ カショウ						１ 都道府県　
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 ダンタイ		9/10		9/10		・広域スポーツセンターへの専任指導者（総合型地域スポーツクラブアドバイザー）の設置・派遣（域内の総合型地域スポーツクラブの運営に関する指導・助言及び情報の収集・提供）
・スポーツプログラマー、種目別指導者の配置・派遣
・総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会の開催等、総合型クラブの育成を推進する事業
・総合型クラブ交流事業の開催等総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の開催等、総合型クラブ間の連携を推進する事業
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） コウイキ センニン シドウシャ ソウゴウガタ チイキ セッチ ハケン イキナイ ソウゴウガタ チイキ ウンエイ カン シドウ ジョゲン オヨ ジョウホウ シュウシュウ テイキョウ シュモクベツ シドウシャ ハイチ ハケン ソウゴウガタ チイキ ヨウセイ コウシュウカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ イクセイ スイシン ジギョウ ソウゴウガタ コウリュウ ジギョウ カイサイナド ソウゴウガタ チイキ レンラク キョウギカイ カイサイ トウ ソウゴウガタ アイダ レンケイ スイシン ジギョウ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

		地方公共団体
スポーツ活動助成 チホウ コウキョウ ダンタイ カツドウ ジョセイ		地域スポーツ
活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催（国際スポーツ交流受入事業等を含む） キョウシツ タイカイ トウ カイサイ コクサイ コウリュウ ウケイレ ジギョウ トウ フク				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ		都道府県及び指定都市　15,000千円
指定都市以外の市町村   10,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン		都道府県及び指定都市　12,000千円
指定都市以外の市町村   8,000千円 トドウフケン オヨ シテイ トシ センエン シテイ トシ イガイ シチョウソン センエン

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、750千円以上、同一事業の助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ドウイツ ジギョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ				１ 都道府県
２ 市町村						・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						大型スポーツ用品設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				１ 都道府県
２ 市町村		4/5		4/5		・地域スポーツ施設に設置する大型のスポーツ用品（１個・組・セット１００万円以上）の購入 チイキ シセツ セッチ オオガタ ヨウヒン コウニュウ		7,500千円 センエン		6,000千円 センエン

				 国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ						都道府県		3/4		3/4		・競技会開催に直接必要な経費の市町村等への間接助成 キョウギ カイ カイサイ チョクセツ ヒツヨウ ケイヒ シチョウソントウ カンセツ ジョセイ		150,000千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン キョウギカイ ゴウケイ		112,500千円
（スキー、スケート、アイスホッケーの３競技会合計） センエン

		将来性を有する
競技者の発掘育成
活動助成 ショウライセイ ユウ キョウギシャ ハックツ イクセイ カツドウ ジョセイ		タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカン シドウ イクセイ ジギョウ						１ （公財）日本オリンピック委員会
２ （公財）日本オリンピック委員会の加盟競技団体
３ 日本トップリーグ連携機構の加盟団体
４ (社)日本プロサッカーリーグ ザイ ニホン イインカイ カメイ キョウギ ニホン レンケイ キコウ カメイ ダンタイ シャ ニホン		3/4		4/5		・JOCアスリートプログラム又はNF競技者育成プログラムに基づく定期的・継続的な競技者の発掘育成事業
・チーム単位で競うスポーツの国内における最高峰のリーグを運営する団体が行うジュニア選手（概ね18歳以下)の育成を目的とした下部リーグの開催 マタ キョウギシャ イクセイ モト テイキテキ ケイゾクテキ キョウギシャ ハックツ イクセイ ジギョウ タンイ キソ コクナイ サイコウホウ ウンエイ ダンタイ オコナ センシュ オオム サイ イカ イクセイ モクテキ カブ カイサイ		上限なし
※助成対象経費限度額の設定について検討中 ジョウゲン ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンドガク セッテイ ケントウチュウ		上限なし ジョウゲン

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ ジギョウ						１ 都道府県
２ 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
３ 都道府県体育協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ						・都道府県等が競技者の身体・運動特性に基づくタレント発掘事業（特定の競技種目特性により発掘するものを除く。）
・発掘後の育成は、世界で活躍できる選手を目指してＮＦが行う一貫指導へと継承させるものであること。
・国立スポーツ科学センターや高等教育機関の支援を受けて実施するものを優先とする。 トドウフケン トウ モト ジギョウ トクテイ キョウギ シュモク ハックツ ノゾ ハックツゴ イクセイ セカイ カツヤク センシュ メザ コクリツ カガク コウトウ キョウイク キカン シエン ウ ジッシ ユウセン		上限なし ジョウゲン		上限なし ジョウゲン

		スポーツ団体
スポーツ活動助成 ダンタイ カツドウ ジョセイ		スポーツ活動
推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ		スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１、２又は３の加盟団体
６　１～４以外で、スポーツ振興を主たる目的
　とする法人 イインカイ マタ カメイ ダンタイ シンコウ シュ モクテキ ホウジン		4/5		4/5		・対象経費合計額は、750千円以上
・国際的規模、全国規模のスポーツ大会等は、助成の対象とならない。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ コクサイテキ キボ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ノゾ タイショウガイ

						指導者養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						調査研究 チョウサ ケンキュウ										・対象経費合計額は、750千円以上、助成期間は３か年度を限度とする。
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に） タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ ジョセイ キカン ネンド ゲンド タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						スポーツ情報提供 ジョウホウ テイキョウ										・対象経費合計額は、400千円以上
・対象経費の一部限定（会議費、通信費、消耗品費（スポーツ用具を除く）などを対象外に）
・国際スポーツ交流事業等の誘致に資するものを含む タイショウ ケイヒ ゴウケイガク センエン イジョウ タイショウ ケイヒ イチブ ゲンテイ カイギヒ ツウシンヒ ショウモウヒン ヒ ヨウグ ノゾ タイショウガイ

						マイクロバスの設置 セッチ						4/5		4/5		・スポーツ活動拠点等への移動に用いるマイクロバスの購入　※助成事業者と助成金交付契約を締結
・車両本体価格（標準装備を含む。）、統一ラッピング費用　※諸経費、ランニングコストは対象外 カツドウ キョテン トウ イドウ モチ コウニュウ ジョセイ ジギョウシャ ジョセイキン コウフ ケイヤク テイケツ シャリョウ ホンタイ カカク ヒョウジュン ソウビ フク トウイツ ヒヨウ ショケイヒ タイショウガイ		5,000千円 センエン		4,000千円 センエン

				ドーピング検査
推進事業
 ケンサ スイシン ジギョウ		ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ				（公財）日本アンチ・ドーピング機構		9/10		9/10		・ドーピング検査に必要な分析機器の整備に関する事業
・ドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関する事業 ケンサ ヒツヨウ ブンセキ キキ セイビ カン ジギョウ		上限なし		上限なし

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
４　３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体
５　４以外でスポーツの競技を統括する団体						ア　国内で行われる競技会に係る検査
イ　国際競技大会派遣前検査及び随時検査 コクナイ オコナ キョウギカイ カカ ケンサ コクサイ キョウギ タイカイ ハケン マエ ケンサ オヨ ズイジ ケンサ

						 ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本アンチ・ドーピング機構						・ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成し、国内の関係者（加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等）に提供 ボウシ カン カクシュ コクサイ カイギ トウ エ ジョウホウ ショウサイ カン インサツブツ トウ サクセイ コクナイ カンケイシャ カメイ ダンタイ キョウギシャ ケンサイン トウ テイキョウ

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ トウ ジギョウ						 （一財）日本スポーツ仲裁機構 イチ ザイ ニホン チュウサイ キコウ		9/10		9/10		・スポーツに関する仲裁等の実施（一般管理費は対象外） カン チュウサイ トウ ジッシ イッパン カンリヒ タイショウガイ		10,000千円 センエン		9,000千円 センエン

				スポーツ指導者
海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ		スポーツ指導者等海外研修 シドウシャ トウ カイガイ ケンシュウ				（公財）日本体育協会		4/5		4/5		・海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調査・体験を中心に研修 カイガイ チイキ キバン ソシキ ジッタイ シドウホウ カツドウ チョウサ タイケン チュウシン ケンシュウ		上限なし		上限なし

						若手スポーツ指導者長期在外研修 ワカテ シドウシャ チョウキ ザイガイ ケンシュウ				（公財）日本オリンピック委員会						・研修A（２年以内）、研修B（１年以内） ケンシュウ ネン イナイ ケンシュウ ネン イナイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ		国際交流推進スタッフ育成事業 コクサイ コウリュウ スイシン イクセイ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５　１又は２の加盟競技団体 マタ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・派遣対象者は、国外に所在するＩＦ・ＡＦ若しくは国際競技大会組織委員会又は外国ＮＦの職員として従事する者、外国ＮＦのコーチとして従事する者、外国スポーツ団体が主催するシーズン制公式戦の審判員、外国においてスポーツに関する医療・医学に従事する医師とする。
・原則、１年間、1団体につき１名とする。 ハケン タイショウシャ コクガイ ショザイ モ コクサイ キョウギ タイカイ ソシキ イインカイ マタ ガイコク ショクイン ジュウジ モノ ガイコク ジュウジ モノ ガイコク ダンタイ シュサイ セイ コウシキセン シンパンイン ガイコク カン イリョウ イガク ジュウジ イシ ゲンソク ネンカン ダンタイ メイ		上限なし		上限なし

						競技力向上のためのマネジメント機能強化事業 キョウギリョク コウジョウ キノウ キョウカ ジギョウ				１　（公財）日本オリンピック委員会
２　１の加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・原則オリンピック開催年まで継続し、従事対象者は６５歳以下であること。
・諸外国チームとの対外試合の交渉等、競技力向上事業のマネジメント機能を強化するスタッフの設置（１団体につき１名を限度とする。）
・助成対象者にJOCを追加　※NTC専任ダイレクター3名（Nコーチ、エリートA。国際人養成P）
　※22'JOC補助から一般財源化 ゲンソク カイサイ ネン ケイゾク ジュウジ タイショウシャ サイ イカ ショガイコク タイガイ ジアイ コウショウ トウ キョウギリョク コウジョウ ジギョウ キノウ キョウカ セッチ ジョセイ タイショウシャ ツイカ センニン メイ コクサイジン ヨウセイ ホジョ イッパン ザイゲンカ		月額770千円（年額9,240千円） ゲツガク セン エン ネンガク センエン		月額577千円（年額6,930千円）

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ				１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ １～４のいずれかの加盟競技団体 ザイ ニホン ショウガイシャ キョウカイ カメイ キョウギ ダンタイ		3/4		3/4		・国内競技団体（ＮＦ）を統括する団体が行う加盟ＮＦのガバナンスに関する法律・経営面についての指導・助言、研修会の実施
・国内競技団体（ＮＦ）が行うガバナンスに関する法律・経営に関する専門家の配置等（紛争解決手続きの整備及びその公表・周知を行った団体のみ対象） コクナイ キョウギ ダンタイ トウカツ ダンタイ オコナ カメイ カン ホウリツ ケイエイ メン シドウ ジョゲン ケンシュウカイ ジッシ コクナイ キョウギ ダンタイ オコナ カン ホウリツ ケイエイ カン ハイチ トウ		統括団体 8,000千円
加盟ＮＦ　1,200千円 トウカツ ダンタイ センエン カメイ センエン		統括団体   6,000千円
加盟ＮＦ       900千円 カメイ センエン

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ						１ （公財）日本体育協会
２ （公財）日本オリンピック委員会
３ （公財）日本レクリエーション協会
４ （財）日本障害者スポーツ協会
５ （公財）日本アンチ・ドーピング機構
６ １又は２の加盟競技団体 ザイ		2/3		2/3		・国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集するスポーツに関する国際会議を開催する事業
・４月１日～６月３０日の間に開会する会議については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。） コクサイ ダンタイ マタ ショガイコク ダンタイ コウセイイン コウシキ サンシュウ カン コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ カイギ カイサイ ジュンビ ジギョウ バアイ カイサイ ネンド ハンガク		75,000千円 セン エン		50,000千円 センエン

		国際競技大会開催助成 コクサイ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ				ア オリンピック（冬季）競技大会
イ アジア（冬季）競技大会
ウ ユニバーシアード（冬季）競技大会
エ 予選大会を含む参加国数が３０カ国以上又は
    開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会 トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ トウキ キョウギ タイカイ サンカコク スウ コク イジョウ マタ カイサイ ジギョウヒ オク センマンエン イジョウ コクサイ キョウギ タイカイ				１ 都道府県
２ 市町村
３  (公財)日本オリンピック委員会又は(公財)日本体育協会の加盟競技団体
４ 大会組織委員会（大会開催の準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人） キョウギ		1/5		1/5		・４月１日～６月３０日の間に開会する大会については、前年度に開催準備事業として半額を助成可。（この場合は開催年度の助成上限額は半額となる。）
・総合競技大会及び閣議了解のある競技大会については、開催決定年度以降に係る開催準備の基幹的な経費についても対象とすることができる。
・閣議了解のある競技大会については、必要に応じて大会開催年度の翌年度以降においても助成を行うことができる。 ガツ ニチ ガツ ニチ アイダ カイカイ タイカイ ゼンネン ド カイサイ ジュンビ ジギョウ ハンガク ジョセイ カ ソウゴウ キョウギ タイカイ オヨ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ カイサイ ケッテイ ネンド イコウ カカ カイサイ ジュンビ キカンテキ ケイヒ タイショウ カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ ヒツヨウ オウ タイカイ カイサイ ネンド ヨクネン ド イコウ ジョセイ オコナ		10億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン カクギ リョウカイ キョウギ タイカイ チョウセイ ベツ サダ		2億円

閣議了解のある競技大会は、
調整し別に定める。 オクエン ベツ

		大規模スポーツ施設
整備助成 ダイキボ シセツ セイビ ジョセイ		Jリーグホームスタジアム等整備事業 トウ セイビ ジギョウ				改修・改造		１ 都道府県
２ 市町村 トドウフケン		3/4		3/4		・スポーツ振興投票実施試合会場（助成年度におけるJ1,J2加盟チームのホーム及び準ホームスタジアム）の改修又は改造　※敷地内の動線、駐車場等についても対象。付加価値化に伴うものは対象外。
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、芝刈り機等）についても対象とする。 カイシュウ マタ カイゾウ ドウセン チュウシャジョウ トウ タイショウ フカ カチ カ トモナ タイショウガイ コウジ フタイ ケイソク キキ アンゼン セツビ シバカ キ トウ		12億円
（3か年度合計） オクエン ネンド ゴウケイ		9億円
（3か年度合計） オクエン ゴウケイ

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギ カイジョウ セイビ ジギョウ				改修・改造 カイシュウ カイゾウ								・国民体育大会冬季大会の開催が決定、内定、順序了解した都道府県において競技会場に選定された施設の改修又は改造
・工事に附帯する常設備品（計測システム機器、安全設備、整氷車、降雪機等）についても対象とする。 ケッテイ ジュンジョ リョウカイ トドウフケン キョウギ カイジョウ センテイ シセツ カイシュウ マタ カイゾウ コウジ フタイ ジョウセツ ケイソク キキ アンゼン セツビ ヒトシ コオリ クルマ コウセツキ トウ		6億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ		4.5億円
（2か年度合計） オクエン ゴウケイ
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略称表記UNIVASあり

		本資料において、団体名については、以下の略称表記としています。 ホン シリョウ イカ リャクショウ

		JSC		独立行政法人日本スポーツ振興センター ドクリツ ギョウセイ ホウジン		JSAA		公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

		JSPO		公益財団法人日本スポーツ協会		JTL		一般社団法人日本トップリーグ連携機構

		JOC		公益財団法人日本オリンピック委員会		Jリーグ		公益社団法人日本プロサッカーリーグ コウエキ

		日レク		公益財団法人日本レクリエーション協会 コウエキ ザイダン ホウジン ニホン キョウカイ		JADA		公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

		JPSA		公益財団法人日本パラスポーツ協会		J-Fairness		一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構 イッパン シャダンホウジン ニホン スイシンキコウ

		JPC		日本パラリンピック委員会		UNIVAS		一般社団法人大学スポーツ協会









大規模施設







				助成対象事業 タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費
の限度額		助成割合		助成金の
限度額

				国民体育大会冬季大会競技会場整備事業				改修・改造		　1 都道府県
　2 市町村（特別地方公共団体
　　を含む。以下同じ。） トクベツ チホウ コウキョウ ダンタイ フク イカ オナ		1開催年度当たり
7億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン		3/4		1開催年度当たり
5.25億円
（2か年度合計） カイサイ ネンド ア オクエン









施設

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者		助成対象経費の限度額 ゲンド		助成割合		助成金の限度額 キン

				グラウンド
芝生化事業		芝生化新設		天然芝生化新設 テンネン		　1 都道府県
　2 市町村
　3 都道府県若しくは市町村が出資又は拠出した
　　スポーツ団体
　4 法人格を有する都道府県体育・スポーツ協会及び
　　指定都市体育・スポーツ協会		60,000千円		   　4/5 		48,000千円

								人工芝生化新設 ジンコウ

						芝生化改設		天然芝生化改設 テンネン				40,000千円		   　3/4 		30,000千円

								人工芝生化改設 ジンコウ

						天然芝維持活動						2,000千円		   　2/3 		1,333千円

				スポーツ施設等
整備事業		スポーツ競技施設等の整備 トウ						下限　10,000千円
上限　30,000千円 カゲン ジョウゲン				20,000千円

						学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設等の整備 ジギョウ シセツトウ				　1 都道府県
　2 市町村

						スポーツ競技施設の大規模改修等						下限　30,000,001円
上限　 150,000千円 カゲン ジョウゲン				100,000千円





総合型

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 		　市町村		助成初年度から
継続2か年度又は
クラブ設立の日までの
いずれか短い期間 ショネンド ケイゾク ネン ド マタ セツリツ ヒ ミジカ キカン		下限　  400千円
上限　1,200千円		9/10		1,080千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ創設事業 		　市町村 シチョウソン

				総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  ジリツ		　市町村 シチョウソン		助成初年度から
継続5か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド		下限　  400千円
上限　2,400千円				2,160千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  カツドウ キバン キョウカ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ				下限　0,750千円
上限　2,400千円

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  セッチ シエン		　市町村 シチョウソン				上限　2,160千円				1,944千円 センエン

				総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  セッチ		　法人格を有する総合型地域スポーツクラブ ホウ ジンカク ユウ ソウゴウガタ チイキ		助成初年度から
継続8か年度 ジョセイ ショネンド ケイゾク ネン ド

				クラブアドバイザー等配置事業  トウ ハイチ		　1 都道府県　
　2 都道府県が出資又は拠出したスポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		当該年度 トウガイ ネンド		上限　5,000千円				4,500千円 センエン





地方ソフト







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				地域スポーツ活動推進事業 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 都道府県
　2 市町村		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 大型スポーツ用品の設置 オオガタ ヨウヒン セッチ				上限　　7,500千円 ジョウゲン センエン				6,000千円 センエン

				国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業
（スキー競技会、スケート・アイスホッケー競技会） コクミン タイイク タイカイ トウキ タイカイ キョウギカイ カイサイ シエン ジギョウ キョウギカイ キョウギカイ				　都道府県 トドウフケン		上限　150,000千円 ジョウゲン センエン		3/4		112,500千円 センエン







																		（別　表） ベツ ヒョウ

																						助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

																		地域スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額 チイキ カツドウ スイシン ジギョウ カカ スベ ジギョウ ゴウケイガク

																				都道府県又は指定都市		15,000		千円 センエン		12,000		千円 センエン

																				指定都市を除く市町村		10,000		千円 センエン		8,000		千円 センエン





発掘育成







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限額額 ジョセイ タイショウ ケイヒ キリ ガク ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				タレント発掘・一貫指導育成事業

						　タレント発掘・一貫指導育成事業 ハックツ イッカンシドウ イクセイジギョウ		　1 JOC
　2 JPSA 
　3 JOCの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPCの加盟競技団体 カメイ キョウギ ダンタイ ホウジン カク ユウ カメイ キョウギ ダンタイ		200,000千円		4/5		160,000千円

						　下部リーグ開催 カブ カイサイ		　JTLの加盟団体		100,000千円				80,000千円

				身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 シンタイ ウンドウ ノウリョク トクセイ モト ハックツ イクセイ ジギョウ				　1 都道府県
　2 都道府県が出資又は拠出した
　　 スポーツ団体
　3 都道府県体育・スポーツ協会 トドウフケン トドウフケン シュッシ マタ キョシュツ ダンタイ トドウフケン タイイク キョウカイ		10,000千円 センエン				8,000千円 センエン















スポーツソフト①







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業 カツドウ スイシン ジギョウ

						ア スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 キョウシツ タイカイ トウ カイサイ		　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 JADA
　6 JSAA
　7 1、2又は3の加盟団体
　8 法人格を有する４又はJPCの加盟団体
　9 1～8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人		下限　　  750千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ		4/5		下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						イ スポーツ指導者の養成・活用 シドウシャ ヨウセイ カツヨウ				下限　　  400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						ウ スポーツ情報の提供 ジョウホウ テイキョウ				下限　  　400千円
上限 　※下表参照 カ ヒョウ サンショウ

						エ 新規会員獲得事業 シンキ カイイン カクトク ジギョウ				下限　  　400千円
上限　  　900千円 チ エン				720千円 センエン

						オ マイクロバスの設置 セッチ				上限　　5,000千円 ジョウゲン センエン				4,000千円 センエン





















スポーツソフト①別表



				別表 ベツ ヒョウ

								助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の
限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ活動推進事業のア～ウに係る全ての事業の合計額

						JSPO及び同団体の加盟団体（都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
JOC及び同団体の加盟団体
日レク、JPSA、法人格を有するJPSA又はJPCの加盟団体、JADA、JSAA		20,000千円 センエン		16,000千円 セン エン

						都道府県体育・スポーツ協会
日レクの加盟団体（都道府県レクリエーション協会を除く。）
非営利法人であるスポーツ団体（公益社団法人、公益財団法人）		15,000千円 セン エン		12,000千円 セン エン

						上記以外の非営利法人であるスポーツ団体
法人格を持たない都道府県レクリエーション協会		4,500千円 セン エン		3,600千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




スポーツソフト②







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ドーピング検査推進事業 ケンサ スイシン ジギョウ

						ドーピング検査事業 ケンサ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA
　5 （一社）日本スポーツフェアネス推進機構
　6 4の加盟団体 イッシャ カメイ ダンタイ		－		9/10		－

						ドーピング防止情報提供事業 ボウシ ジョウホウ テイキョウ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 JPSA　　4 JADA

						ドーピング防止啓発活動推進事業 ボウシ ケイハツ カツドウ スイシン ジギョウ		　JADAの加盟団体 カメイ ダンタイ		３,000千円 センエン				2,700千円 センエン

						ドーピング分析機器等整備事業 ブンセキ キキ トウ セイビ ジギョウ		　JADA		－				－

				スポーツ仲裁等事業 チュウサイ ナド ジギョウ				　JSAA		15,000千円 センエン				13,500千円 センエン

				スポーツ指導者海外研修事業 シドウシャ カイガイ ケンシュウ ジギョウ

						スポーツ指導者海外研修		　日体協		－		4/5		－

						若手スポーツ指導者長期在外研修		　1 JOC　　2 JPSA　　3 1の加盟団体
　4 法人格を有する2又はJPCの加盟団体 カメイ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ ダンタイ

				組織基盤強化事業 ソシキ キバン キョウカ ジギョウ

						国際交流推進スタッフ育成事業		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA　　7 1又は2の加盟競技団体
  8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 キョウギ ダンタイ ホウジンカク ユウ マタ カメイ キョウギ ダンタイ		－		3/4		－

						スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ		　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 JSAA
　7 1～3のいずれかの加盟競技団体
　8 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 ヒ キョウギ		下表参照 カ ヒョウ サンショウ				下表参照 カ ヒョウ サンショウ

				国際スポーツ会議開催事業 コクサイ カイギ カイサイ ジギョウ				　1 JSPO　　2 JOC　　3 日レク　　4 JPSA
　5 JADA　　6 1又は2の加盟競技団体
　7 法人格を有する4又はJPCの加盟競技団体 マタ		75,000千円 センエン		2/3		50,000千円 センエン

				大学スポーツ活動推進事業 ダイガク カツドウ スイシン ジギョウ				　UNIVAS		100,000千円 センエン		4/5		80,000千円 センエン

				スポーツ国際貢献・協力活動事業 コクサイコウケン キョウリョク カツドウジギョウ				　1 JOC　　2 JPSA		50,000千円 センエン				40,000千円 センエン





スポーツソフト②別表



				別表 ベツ ヒョウ

								助成対象経費の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成金の限度額 ジョセイ キン ゲンド ガク

				スポーツ団体ガバナンス強化事業 ダンタイ キョウカ ジギョウ

						1～6に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		8,000千円 センエン		6,000千円 セン エン

						7、8に掲げる助成対象者 カカ ジョセイ タイショウシャ		1,200千円 セン エン		0,900千円 セン エン







&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




国際大会



				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ				助成対象者 ジョセイ タイショウ モノ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				ア オリンピック競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
イ アジア競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
ウ ユニバーシアード競技大会
　（冬季競技大会を含む。）
エ 国際的な規模を有するスポーツの競技大会で、
　次に掲げる基準のいずれかに適合するもの
　 （ア）参加国数（予選大会があるものについては、
　　　　予選大会の参加国数）が30か国以上であるもの
   （イ) 開催事業費が2億5千万円以上であるもの キョウギ タイカイ トウキ キョウギ フク キョウギ タイカイ		大会開催
事業 タイカイ カイサイ ジギョウ		　1 都道府県
　2 市町村
　3 JOC又はJSPOの加盟競技団体
　4 法人格を有するJPSA又はJPCの
　　 加盟競技団体
　5 大会組織委員会
　（大会開催の準備及び運営に関する事業
　　を目的として設立された法人） キョウギ		5億円		2/5		2億円
（※2） オクエン

						大会開催
準備事業
（※1） タイカイ カイサイ ジュンビ ジギョウ				1億円 オク エン		4/5		80,000千円 セン エン































































































&"ＭＳ Ｐゴシック,太字"&20平成２４年度スポーツ振興くじ助成金交付対象事業（案）	


&48&P




オリパラ







				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成対象経費
の限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク		助成割合		助成金の
限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

				東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 トウキョウ キョウギ タイカイ カイサイ ジョセイ

						組織体制強化事業 ソシキ タイセイ キョウカ ジギョウ				　Tokyo 2020		－		10/10		－





基金

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						　1 JSPOの加盟団体
　（JOCの正加盟団体及び都道府県体育・スポーツ協会を除く。）
　2 JOCの準加盟団体及び承認団体
　3 JPSA
　4 法人格を有する3の加盟団体（JPCの加盟競技団体を除く。） セイ カメイ ダンタイ オヨ キョウカイ ノゾ カメイ キョウギ ダンタイ ノゾ										2/3		助成審査委員会において、助成金の配分限度額を設定する。 ジョセイ シンサ イインカイ ジョセイキン ハイブン ゲンド ガク セッテイ

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン

		エ　チーム招待 ショウタイ





		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク				助成割合 ジョセイ ワリアイ		助成金の限度額 ジョセイキン ゲンド ガク

		ア　国際的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の日本開催 コクサイテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ ニホン カイサイ						　1 JSPO
　2 JOC
　3 日レク
　4 JPSA
　5 1、2又は3の加盟団体
　6 法人格を有する4又はJPCの加盟団体
　7 1～6以外で、スポーツの振興を主たる目的とする法人										下限  1,500千円
上限 15,000千円 カゲン センエン ジョウゲン センエン				2/3		10,000千円 センエン



		イ　全国的な規模のスポーツの競技会、
　研究集会又は講習会の開催 ゼンコクテキ キボ キョウギカイ ケンキュウ シュウカイ マタ コウシュウカイ カイサイ



		※実施する競技会、研究集会又は講習会ごとに1活動（1件）とします。







アスリート助成

				認定区分 ニンテイ クブン				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成金の額 ジョセイキン ガク

				オリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JOCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JOCのオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を
　　　通じて選手生活を継続することが見込まれる選手		2,400千円 セン エン

						JSCユースアスリート				900千円 セン エン

				パラリンピックアスリート

						JSCトップアスリート		　次のいずれにも該当し、JPCにおいて、関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手
（1）JPCのパラリンピック強化指定選手
（2）世界アンチ・ドーピング規程（同規程に基づく「検査及びドーピング調査」「教育」等
　　　に関する国際基準を含む。）及び日本アンチ・ドーピング規程並びにJ-Fairnessが
　　　定める日本国内のアンチ・ドーピング方針に則り、JADAの登録検査対象者リスト又は
　　　ナショナル・プールに掲げられた選手
（3）次回のパラリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて
　　　選手生活を継続することが見込まれる選手 カンケイ キョウギ ダンタイ キョウギ ウエ スイセン センシュ		2,400千円 セン エン











研さん活動助成

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費
の限度額		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　選手及びその指導者等が競技技術等の向上を図るために
　行う海外留学等海外における研さん活動
　（海外研さん活動) カイガイ ケン カツドウ						　JOC又はJPCにおいて関係競技団体と協議の上、推薦のあった選手及び指導者等 マタ										―		定額

		イ　選手又は選手であった者が将来に向けて、職業や実際生活
　に必要な知識や能力を育成するために受ける学校教育
　（能力育成教育） センシュ マタ センシュ モノ ショウライ ム ショクギョウ ジッサイ セイカツ ヒツヨウ チシキ ノウリョク イクセイ ウ ガッコウ キョウイク ノウリョク イクセイ キョウイク																下記参照



		　能力育成教育の助成対象経費限度額 ノウリョク イクセイ キョウイク ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				履修教育機関				助成対象経費限度額 ジョセイ タイショウ ケイヒ ゲンド ガク

				大学・大学院（修士）				1,920千円（160千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（博士） ダイガクイン ハクシ				2,160千円（180千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				大学院（専門職学位） ダイガクイン センモン ショク ガクイ				2,400千円（200千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ

				短期大学、高等専門学校、専修学校 タンキ ダイガク コウトウ センモン ガッコウ センシュウ ガッコウ				1,680千円（140千円×12ヶ月） センエン センエン ツキ







×z被災地

				助成対象事業 ジョセイ タイショウ ジギョウ		助成対象者		助成対象期間 キカン		助成対象経費
の限度額 ゲンド		助成割合		助成金
の限度額 キン

				スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業
　スポーツこころのプロジェクト　笑顔の教室 ヒサイチ コ ココロ カツドウ トウ ジギョウ		　JSPO		当該年度 トウガイ ネンド		200,000千円		10/10		200,000千円





×卓越した活動

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者										定額







×卓越した活動（詳細）

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成金の額 ジョセイキン ガク

		国際的に卓越したスポーツ活動 コクサイテキ タクエツ カツドウ						国際的に卓越したスポーツ活動を行う計画を有する者で、次のいずれにも該当する者
（１）スポーツ活動を行う計画を有する者は、原則として当該スポーツ活動を行うために設けられたチームであること。なお、個人であっても対象となりうるものであること。
（２）当該スポーツ活動について、その成功が相当程度見込まれうる専門的な知識、高度な技術、豊富な経験等を有する者であること。
（３）（１）のチームは、原則として日本人で構成されているものであること。なお、日本人以外の者が当該チームの構成員として加わる場合にあっては、日本人が当該活動の主体であるチームに限るものであること。また、個人にあっては日本人に限るものであること。
（４）（１）のチームは、営利を目的とするものではないこと。										定額







重点

		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の
下限額／上限額 ジョセイキン カゲン ガク ジョウゲン ガク

		ア　国内合宿 コクナイ ガッシュク						JOCの加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				3/4

		イ　海外合宿 カイガイ ガッシュク

		ウ　チーム派遣 ハケン																なし

		エ　チーム招待 ショウタイ



		助成活動名 ジョセイ カツドウ メイ						助成対象者 ジョセイ タイショウシャ										助成対象経費の
下限額／上限額 ジョセイ タイショウ ケイヒ カゲン ガク ジョウゲンガク				助成
率 ジョセイ リツ		助成金の額 ジョセイキン ガク

		ア　マネジメント機能強化 キノウ キョウカ						　1　JTL
　2　1の加盟団体 カメイ ダンタイ										なし				―		定額 テイガク

		イ　研修会等開催 ケンシュウカイトウ カイサイ

		ウ　トップリーグ開催 カイサイ																なし

		エ　トップリーグ活性化活動 カッセイカ カツドウ









競技力向上



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ設置事業 セッチ ジギョウ		ナショナルコーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						専任コーチ等設置事業 センニン トウ セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ設置事業 セッチ ジギョウ		ナショナルコーチ設置事業

						専任コーチ等設置事業

						スタッフ会議開催事業

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





競技力向上 (追加赤字)



				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JOC		原則2/3

						コーチ力強化事業 キョウカ ジギョウ				10/10

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				コーチ設置事業 セッチ ジギョウ		ナショナルコーチ等設置事業 トウ セッチ ジギョウ

						専任コーチ等設置事業 センニン トウ セッチ ジギョウ

						スタッフ会議開催事業 カイギ カイサイ ジギョウ





				助成事業名 ジョセイ ジギョウ メイ				助成対象者 ジョセイ タイショウシャ		助成割合

				選手強化事業 センシュ キョウカ ジギョウ		選手強化活動事業 センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ		　JPSA		10/10

						コーチ力強化事業

						次世代アスリート育成強化事業

						感染症対策事業 カンセンショウ タイサク ジギョウ

						新しい生活様式での選手強化活動事業 アタラ セイカツ ヨウシキ センシュ キョウカ カツドウ ジギョウ

				加盟競技団体選手強化体制整備事業 カメイ キョウギ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ

				コーチ設置事業 セッチ ジギョウ		ナショナルコーチ設置事業

						専任コーチ等設置事業

						スタッフ会議開催事業

				統括団体選手強化体制整備事業 トウカツ ダンタイ センシュ キョウカ タイセイ セイビ ジギョウ





スケジュール

				助成事業年間スケジュール ジョセイジギョウ ネンカン



																 4/1 助成対象期間開始 ジョセイ タイショウ キカン カイシ

						11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月

						翌年度募集期間 ヨクネンド キカン

				　①交付対象事業の募集 コウフ タイショウ ジギョウ ボシュウ



				　②交付申請書の審査 コウフ シンセイ ショ シンサ

																4月中目途 チュウ モクト

				　③交付の決定（内定） コウフ ケッテイ ナイテイ												助成審査委員会の審議を経て、交付の決定（内定） ヘ



						7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月		6月

						7月20日前後 ガツ ニチ ゼンゴ						10月20日前後

				　④状況報告書の提出 ジョウキョウ ホウコク ショ テイシュツ		第1四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク						第2四半期中間報告 ダイ シハンキ チュウカン ホウコク

												事業完了後30日以内又は4月10日のいずれか早い日 マタ ガツ ニチ ハヤ ヒ

				　⑤実績報告書の提出 ジッセキ ホウコク ショ テイシュツ



				　⑥実績報告書の審査 ジッセキ ホウコク ショ シンサ



				　⑦助成金の額の確定 ジョセイ キン ガク カクテイ																				助成金の精算・支払 ジョセイ キン シハラ





寄附金

				■　寄附金付き自動販売機設置台数　（平成２９年９月３０日現在） キフキン ツ ジドウ ハンバイキ セッチ ダイスウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ





				設置機関 セッチ キカン												設置台数 セッチダイスウ





				国立大学法人 コクリツダイガクホウジン												４４台   ダイ





				地方公共団体、その他スポーツ団体等、企業 チホウ コウキョウ ダンタイ ホカ ダンタイ トウ キギョウ												２２１台   ダイ







image1.emf

日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人及び特例民法法


人）


上記以外のスポーツ団体  4,500千円


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人及


びＮＰＯ法人を除く。）


8,000千円


20,000千円


15,000千円
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日体協及び同団体の加盟団体


（都道府県体育協会を除く。）


ＪＯＣ及び同団体の加盟団体


日レク、障害者スポーツ協会、JADA、仲裁機構


都道府県体育協会


日レクの加盟団体（都道府県レク協会を除く。）


法人格を有するスポーツ団体


（公益社団法人、公益財団法人）


上記以外のスポーツ団体   3,600千円


12,000千円


16,000千円
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DM7EEAN-VIRMBEE A EEIEE—E

Bh Bk X 9 BARMER BhpkE%E Bh B X 3 BARMER BhRkE%R
AR—YiIRE UBh AR 1,903 4% |23,448,908 FH 7 EEsriASpfEm 26 | 6,365,112 FH
1 KIRERR— ViR (RN A% 6 % 254,478 FH BfESZ 23 ##| 6,125,112 FH
ERAR-YVAREEASHERIGEMREE 6 254,478 FH B RS 3 & 240,000 FH
2 s AR —WiEEs e ERh Al 291 | 7,055,224 FH 8 EBHEREF -IBEEADOEARSE (PAYU— M, EF- ) 1,100,000 FH
DIV REE(LEE 65 | 1,704,369 FMH IS EEREAEEBIM) ADFEL R
AR— VR SRR 222 | 5,329,481 FH || AR-ViRREREIKE 198 | 1,916,961 FH
PPP/PFIEA DD 7 RINAH)—ERAEE 4 21,374 FH 1 AR—YEUREFR(LEEBNR 20 # 91,564 FH
3 KRERIMSAR—YIS5T iEEIBRK 139 # 255,996 FH 2 ZAR—YE{&EFIR{LiFEEEIM (B -HAHE2026 4 B 31,951 T/
HRERMS RIS TR T IB % 7 % 5,677 FH POTHRBARIEFRIETZIE) - =
HREBIhIS T R—Y 5 T RIS S 1 # 1,009 FH 3 AR—YEsXEEERR 174 # 693,446 FH
RERMS RIS T B T IE S 18 4 25,358 FH 4 FAU—DbBhRE, EF - IBEEHREAEENBIRK - ] 1,100,000 FH
Ny N N T E=Y T Y ==E S 23 34,647 FHM FRIRRICSZIB B & 13 # 275,000 FH
RERMIS RIS TS — R BT IR EE 16 4 22,199 FH 1 Z2R—YE&EbITV—IEERK 13 # 275,000 FH
Ny R DS ST A T —E S 38 51,237 FH DR LEENE X - ] 8,824,322 FH
H3TT7RI\( - EhEEE 36 % 115,869 F+H 1 AVYEYYEFERCBEBR - | 6,574,243 FH
4 A NHEUERR—YiES B 510 | 1,977,031 FH EFo{bEE % FH
sk R — S E BN 5 509 % 1,857,031 FH A-FEHRESFZE # FH
ERAR-YAREEAROF I SRESTIESE 1 % 120,000 F+H 2 NSUSEy BRFER(LEEBM - | 2,250,079 FH
5 [EEMEEIIRBREORIERVBMEEIENMA 104 | 2,453,260 FH EFo{bEE % FH
AL NEE- —BIEEEKRESFE 79 #| 2,318,050 FM PNIEEE il SEE S dr N R E =SS #* FH
BAK - BENEE AT CE DIV NRYE - Bk % 25 % 135,210 F+H I-FEHRESE % FH
6 AR—YEUEAR—YiEShEhAL 827 | 3,987,807 FH FIERAE TR AT R faSE s es FH
AR—YiRBHEE S 686 | 2,076,164 FM TGRSR LSTIRB S 9 # 241,659 FH
R—E>VieEHEtESEEE 78 1,727,063 FH 1 iAEESTR(EST RSB 9 # 241,659 FH
AR—WhiEEE 1 # 18,000 FH | X HH LB EEFTELE
AR—VigEE BIMMEEE 1 # 41,764 FH
TEMEAS (LSS 39 # 40,824 FH
ERAR—Y RS 2 6,027 FM
KEZR-YHNF >R 1 % 49,522 FH
AR—YERSHR - I ESN B 19 # 28,443 FM
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ZR—IRECCRN A E AR (R 14FE~DH6FE)

(B84 : 4. FF)
. . FRL14~DHTERE DIREE BHBEE DIAEE SHSEE DI6EE R &t
Bh B X 53 Bh Ak B % M B
12 & 18 & B 12 \ & & 18 & %8 1 \ E] 2 & % 148 & %
JU—IR—LRIST NERIHEE 18| 12,762,579 - - - - - 18 12,762,579
ARHURZR—VHEEEEEAREN AR
ERIAR-YABRESARRERISEMBE 57 4,676,235 7 743,577 4‘ 566,957 4 416,868 7‘ 319,563 5 440,295 84 7,163,495
J5TN\IR B 54 1,673,450 - - - - - 54 1,673,450
I3 REELBE 1,336| 27,110,323 64 1,649,160 49 1,340,511 56 1,559,684 47 1,161,007 65 1,789,350 1,617 34,610,035,
AR — VRS EE AN AL
2R-VhE SRR 1,367| 33,329,752 135 3,503,803 152 3,757,782 174 4,156,640 203 5,169,070 186 4,945,422 2,217 54,862,469
PPP/PFLEEADHOT KNP —ERBE 2 15,388 3 28,556 5 43,944
HBARMIBAR—- YIS TR IR R 1,488 1,218,734 4 2,340 9 6,517 8 5,801 10 7,146 5 3,811 1,524 1,244,349
WERUMIRAR—Y )5 TR EB L 32 19,425 4 3,223 0 0 2 1,404 4 2,452 1 400 43 26,904
WERME AR5 B KB R 4,088 7,860,624 31 31,250 23 24,171 19 26,729 17 21,390 18 22,735 4,196 7,986,899
WA AR —Y )5 TR E EA R L B R 1,371 3,522,517 24 25,773 24 26,624 20 21,159 19 24,229 23 27,820 1,481 3,648,122,
AR ZR—Y 5T EENENAL
WERMRAR—Y)5 TR Iv— B IERE 2,260 3,383,410 29 29,553 20 23,737 17 22,565 15 20,618 16 22,740 2,357 3,502,623
RERMRAR—Y 5T IR v— BB B 1,508 2,954,475 84 119,077 72 98,300 59 76,794 47 57,987 48 58,964 1,818 3,365,597
REAR-Y > -t EE e S B 165 284,501 165 284,501
J577 RN - SHBELE 98 942,289 19 119,156 35 92,091 35 97,639 36 97,231 38 103,285 261 1,451,691
AR~ BB R 3,880 8,735,119 268 706,279 301 759,178 431 1,398,040 454 1,470,738 465 1,602,921 5,799 14,672,275
S AHEURZR—YEBIBIAL AR5 T EEN TR 15 2,365 15 2,365
ERZAR-YASREARDOHRAMESIESE 19 1,103,110 3 56,042 2 96,056 2 105,377 2 104,713 3 120,000 31 1,585,298
AUV NEIE —BiIs B R B 856/ 10,665,618 39 495,239 49 679,890 58 1,355,585 71 1,563,828 73 1,642,592 1,146 16,402,752
RN EE T SRR EORIERUEREBIENRS*
BR-BENEEFIEICE DL NI - BB 100 450,297 19 66,372 19 69,148 20 87,944 21 92,784 25 115,296 204 881,841
2R-VEEN TR 6,385 14,480,519 370 924,494 485 1,072,256 562 1,475,458 570 1,512,656 599 1,683,403 8,971 21,148,786,
R-E ) EERE 961/ 10,875,769 47 938,980 50 947,307 64 1,056,545 73 1,456,861 75 1,384,996 1,270 16,660,458
AR-WAPE S B 9 68,367 1 9,752 1 10,388 1 13,500 1 13,500 1 13,764 14 129,271
ZR-YVIEEE BIMHMES S 33 716,734 1 28,306 1 15,248 1 30,362 1 36,571 1 33,882 38 861,103
2R—YEAZR—YEENBAK
AR B 178 375,671 20 11,771 23 14,161 32 29,717 33 30,643 34 32,377 320 494,340
ERAR-Yi#bESE 35 437,841 0 0 0 0 1 30,722 2 4,133 3 33,351 41 506,047,
KFERR-YHINF> A5 (LB g ** 2 12,388 7 47,045 8 78,253 2 70,533 2 58,394 1 32,110 22 298,723
ZR-YERER- 15 EB B 5 5,419 16 10,218 18 17,711 39 33,348
ERFH AR BEIR 108 8,698,846 5 154,392 13 947,956 15 725,827 22 2,576,434 22 1,940,067 185 15,043,522
REAKXELIEIR EBRZIBINE 1,273 5,056,437 1 82,320 - - - - 1,274 5,138,757,
BRERAUDEY) IS EY IR AR EREIIRE 74 21,109,210 8 3,344,524 5 1,281,273 - - - 87 25,735,007
3 U=JFBIO0F 1)L RBSERT SR ABBNAR 0 0 1 1,794,757 - - - 1 1,794,757
EHNEF - BEENOE AT 6,364,470 933,894 911,817 745,647 1,023,995 978,063 10,957,886
a Hi 27,770, 188,891,075 1,190‘ 14,026,322 1,346 14,614,378 1,588 13,515,959 1,675 16,851,549 1,728/ 17,073,911| 35,297 264,973,194
KAKREEER OB E AR URATREOHIE THD. BRI EZ SV, BRSO D FERE R E—BURL,
XETOT — |(, BEELE 29
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ZAN—UREIR BN EZATREDOHER (FRk2EE ~

SHEEE)

(B : . FF)

. Rk 2~GHTEE SH2EE SHIBEE SHAEE SHISEE SHIOEE .

# a 1 #5 & % 1 #8 & EE 1 #8 & EE 1 28 & EE 1 #5 & EE 1 #5 & EE e
AR -YEKEFRAEBHE A 2,606 6,233,694 1 285 8 10,004 | 17 56,467 | 17 31,990 [ 19 35,788 6,368,228
2R -y E %Kk S BB K 2924 9086843 64 154,560 | 101 275,094 | 141 490,146 | 147 556,417 | 157 608,133 11,171,193
miEre (BRAMLEED) | 1,326 4,644,412 50 132,830 76 229,439| 106 373,570 | 111 414,740 | 121 473,628 6,268,619
ARESZGERNMG LED) 30 73,167 0 0 1 1,101 0 0 0 0 0 0 74,268
Nt (BRELEE) 1,245 4,221,016 | 50  132,830| 77 230,540 | 106 373,570 | 111 414,740 | 121 473,628 5,846,324
BERe (AR-vyERES) | 1,183 3,325905| 13 18,730 | 24 44,554 | 35 116,576 | 36 141,677 | 36 134,505 3,781,947
ARELS(AR-VERESH) 385 1,043,359 1 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,046,359
IN B (RR-YERES)) 1,516 4,249,941 | 14 21,730 | 24 44,554 | 35 116,576 | 36 141,677 | 36 134,505 4,708,983
BE-EHEEMSAED B K 9003 8,381,943 12 16,294 | 16 22,542 | 22 47,522 | 22 41,520 | 24 42,413 8,552,234
B % 2 & - v & #8| 8836 8,079,800 8,079,800
w4 M ox A E B 116 241,614 8 12,529 9 16,873 | 14 39,270 | 15 36,277 | 17 37,460 384,023
£ H B R OB B 51 60,529 4 3,765 7 5,669 8 8,252 7 5,243 7 4,953 88,411
7 2 U - ~ B sl 290 4,369,075| 518 1,205,100 | 543 889,275 | 554  992,375| 557  982,475| 561 935,650 9,373,950
AU>Ews 72U - N 2663 3686275 421 886,500 | 442 674,475 | 436 709,575 | 442 708,075 | 454 685,650 7,350,550
3 schryF77z2u—-H 1,173 2,544,400 | 207 694,500 | 228 488,400 | 215 511,800 | 208 498,600 | 202 459,600 5,197,300
3 scai-272Y-H 1,490 1,141,875| 214 192,000 | 214 186,075 | 221  197,775| 234 209,475 | 252 226,050 2,153,250
K5U>Ews72Y—-HN 297 682,800 | 97 318,600 | 101 214,800 | 118 282,800 | 115 274,400 | 107 250,000 2,023,400
1 schryr77zu—-H 297 682,800 | 97 318,600 | 101 214,800 | 118 282,800 | 115 274,400 | 107 250,000 2,023,400
BRM S R K - E BB AR 19 192,000 - - - - - - - - - - 192,000
= 5t 17,512 28,263,555 | 595 1,376,239 | 668 1,196,915 | 734 1,586,510 | 743 1,612,402 | 761 1,621,984 35,657,605

XER25EENS, BRF - BEEUR-YEEBIR (HEAUR-YEE) 12FELLL. [7R)- IR 1 ZFERUZ.
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FRPGR(ESZ IR BRI ERZTRADHR (EM15FE

~SH6EE)
(BAT - £, FF)
FERk15~DFITEE SHREE SHBEE SH4EE SHISEE SHI6EE
3l = R st &
1% 25 £ %A 1% 25 £ %A 14F #5 £ %A 14 #5 £ %A 1 #82 & %8 1F #51 £ %A
2R -V H KB A
B 4 ok b = B By | 1008 39174450 - - - - - - - - - - 3,917,445
A K=Y & 186 | 3,052,584 13 | 248,464 14 | 256,444 13 266,781 13 266,763 13 269,870 4,360,906
Ny TU— 48 B & R4 ’ ’ ’ ' ’ it
= =1l 1,524 6,970,029 13 | 248,464 14 | 256,444 13 266,781 13 266,763 13 269,870 8,278,351
X R TIE (L. Rk 15EE NSNS,
RSB LTI BN R RAIREDHR (BH4EE~SHI6EE)
(BT : 4, FF)
FERk15~DFITEE SHREE SHBEE SH4EE SHISEE SHI6EE
3l = R st &
1% 25 £ %A 1% 25 £ %A 14F #5 £ %A 14 #5 £ %A 1 #52 & %8 1F #5 £ %A
o = B B (b
= E OE 2 B R - — — - — - 12 289,236 16 379,092 18 444,530 1,112,858
= =1l 12 289,236 16 379,092 18 444,530 733,766
X FERERRILSTIEE (L, B 4 EEHNSEE.
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FAR A _ E BRI EIATRADER (EM27FEE ~

HH6FE)

(BB47 : 4. FF)

P R FR27~ SRR BHI4ERE BHIERE BHAERE BHISERE BHI6ER S
1 2 & ® 4 2 & @ 1 2 & @ 1 2 £ m 1 2 & m 4 2 & ®

BERICEEEE 262 | 13,509,019 44| 1,321,820 50 2,929,791 53 3,280,764 53 2,415,283 56 2,331,526 | 25,788,203
\ I-F e 100 398,444 8 14,474 15 44,514 18 81,860 19 132,062 20 124,728 796,082
fii RERTR— N R+ 172 6,327,255 31 481,326 37 939,072 37| 1,783,522 38| 1,382,742 41| 1,540,483 | 12,454,400
1o BRENREE 45 589,287 44 237,809 827,096
% U B{LEBIO D X (L{BiE ST IE B+ * 30 85,013 29 192,224 28 26,618 27 45,859 349,714
P Wt 534 | 20,234,718 83 1,817,620| 177 4,587,677 | 181 5,576,179 | 138 3,956,705 | 144 = 4,042,596 | 40,215,495
= tj J—gm FIAPNI-FERBESE 282 | 2,383,180 64 543,986 80 549,447 3,476,613
x ) BERX 9E1-FERESE 1,323 5,952,803 | 289 1,366,010 | 365 1,337,700 8,656,513
B IMITA—RIAF A DS mEL 49 347,398 55 460,440 83 503,628 | 1,311,466
o fjf J-FRESY 262 1,386,125| 249 1,363,608 | 315 1,330,723 | 4,080,456
& gg ZIyIREBLE 120 350,459 | 129 368,523 | 185 399,543 | 1,118,525
seans AOVIRTEBMESE 9 42,665 1 1,751 - - - - 2 7,136 2 7,148 58,700
Nt 1,614 | 8,378,648 | 354 1,911,747 445 1,887,147 | 431 2,083,982 | 435 2,199,707 | 585 2,241,042 | 18,702,273
&% 2,148 | 28,613,366 | 437 | 3,729,367 | 622 | 6,474,824 612 | 7,660,161 573 6,156,412 | 729 6,283,638 | 58,917,768
BFS(EEEE 304 | 4,873,809 59 555,884 59 982,693 62| 1,346,713 64| 1,195,983 64| 1,156,887 | 10,111,969
\ I-FHigLEE 11 12,866 - - - - 5 989 1 1,407 1 117 15,379
fifb RERTR— NERER LB+ 48 105,848 20 38,467 18 51,932 22 77,565 26 38,124 27 47,586 359,522
g BRUERER 57 143,095 58 113,633 256,728
IS BILEEID D X LB TR+ 38 48,453 34 40,997 35 21,088 37 24,781 135,319
5 Mt 363 | 4,992,523 79 594,351 | 172 | 1,226,173 | 181 1,579,897 [ 126 1,256,602 | 129 1,229,371 | 10,878,917
3 U s ERR R B R 274 686,274 55 71,996 58 80,916 60 88,037 61 76,087 61 130,888 | 1,134,198
> gplrsara-—FaEsz 5 40,116 2 13,800 2 14,400 68,316
i tJ BEX mf0-FEREEY 237 1,226,660 78 372,636 82 384,129 1,983,425
B 5 IMITA—RIAF A S mELE 35 208,484 38 213,214 49 225,192 646,890
B & fjf J-FRESY 55 326,098 69 308,830 | 102 329,998 964,926
F gg ZIyIREBLE 48 160,448 63 176,254 95 184,242 520,944
T oo AVIREBEEE 8 5,367 - - - - 2 1,882 2 696 1 51 7,996
Nt 250 1,272,143 80 386,436 84 398,529 | 140 696,912 | 172 698,994 | 247 739,483 | 4,192,497
EFFREEEE 6 18,507 18,507
PHEERR TR B R 10 291,785 2 33,691 2 36,807 2 34,910 2 33,635 1 44,425 475,253
ait 903 7,261,232 | 216 | 1,086,474 | 316 | 1,742,425| 383 2,399,756 | 361 2,065,318 | 438 2,144,167 | 16,699,372
st 3,051 35,874,598 | 653 | 4,815,841 938 | 8,217,249 995 | 10,059,917 | 934 | 8,221,730 | 1,167 = 8,427,805 | 75,617,140

R 27FE A~ TR 28FE - S-S ERREEE
MAGHBEE~GHAEE | HUWEBRN TOETF R IEENER
HGHAERENS I-FRESE NS I-FERESE INBITUL.
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